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テ
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ワ
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【
要
約
】
　
エ
ジ
プ
ト
征
服
後
の
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
朝
は
、
中
央
集
権
的
行
政
機
構
を
確
立
し
、
同
時
に
政
務
統
率
機
関
と
し
て
ワ
ズ
ィ
ー
ル
職
も
設
置
さ
れ

　
た
。
そ
の
後
こ
の
機
関
そ
の
も
の
は
、
カ
リ
フ
盟
ム
ス
タ
ソ
ス
ィ
ル
時
代
の
パ
ド
ル
・
ア
ル
・
ジ
ャ
マ
ー
リ
ー
の
ワ
ズ
ィ
ー
ル
就
任
を
も
っ
て
、
性
格
を

　
一
変
し
た
。
本
稿
は
そ
の
前
半
期
に
お
け
る
ワ
ズ
ィ
ー
ル
職
の
実
態
の
解
明
を
め
ざ
し
た
も
の
で
あ
る
。
設
置
以
後
の
ワ
ズ
ィ
ー
ル
職
の
推
移
を
み
る
か

　
ぎ
り
、
ワ
ズ
ィ
ー
ル
の
政
治
的
実
権
に
は
強
弱
が
あ
り
、
そ
の
地
位
も
不
安
定
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
前
半
期
を
通
じ
て
ワ
ズ
ィ
ー
ル
職
は
、
原
則
と

　
し
て
職
業
的
専
門
官
僚
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
、
そ
の
管
掌
範
囲
も
行
政
の
分
野
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
共
通
し
た
特
徴
を
有
し
て
い
た
。
そ
し
て
中
央
町

　
政
府
の
首
長
と
し
て
、
ワ
ズ
ィ
ー
ル
の
担
当
し
た
職
務
は
、
客
観
的
要
請
に
よ
く
照
応
し
て
お
り
、
彼
ら
は
カ
リ
フ
と
臣
民
と
の
「
仲
介
者
」
と
し
て
機

…　能
す
る
一
方
、
財
政
、
軍
政
、
民
政
、
外
交
、
軍
事
活
動
の
諸
分
野
に
わ
た
る
監
督
、
指
揮
に
も
携
わ
っ
て
い
た
。
史
林
六
一
巻
六
号
　
一
九
七
八
年
＝
月

は
　
じ
　
め
　
に

’

…

　
エ
ジ
プ
ト
征
服
後
の
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
朝
の
ワ
ズ
ィ
ー
ル
職
（
宰
相
職
）
が
、
カ
リ
フ
・
ム
ス
タ
ソ
ス
ィ
ル
治
世
（
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
四
二
七
一
四
八
七

年
／
西
贋
一
〇
三
六
－
一
〇
九
四
年
）
な
か
ば
の
ア
ル
メ
ニ
ア
人
軍
団
長
し
d
p
費
巴
山
ρ
臼
倒
諏
の
ワ
ズ
ィ
ー
ル
就
任
（
四
六
六
／
一
〇
七
四
年
）
以
来
、

そ
の
性
格
を
一
変
し
た
こ
と
は
、
概
説
や
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
朝
の
制
度
を
あ
つ
か
っ
た
研
究
な
ど
に
よ
っ
て
従
来
か
ら
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
パ
ド
ル
以
前
の
ワ
ズ
ィ
ー
ル
は
文
官
で
あ
り
、
そ
の
権
限
も
制
約
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

文
武
の
最
高
権
限
を
掌
握
し
、
カ
リ
フ
に
か
わ
る
事
実
上
の
國
家
の
支
配
者
で
あ
っ
た
。

パ
ド
ル
以
後
の
ワ
ズ
ィ
ー
ル
は
軍
人
で
、
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こ
の
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
朝
前
半
期
と
後
半
期
に
お
け
る
ワ
ズ
ィ
ー
ル
職
の
性
格
の
ち
が
い
は
、
単
に
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
朝
統
治
体
欄
自
体
の
質
的

変
化
を
示
竣
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
行
政
面
に
お
け
る
文
官
優
位
の
時
代
か
ら
軍
人
勢
力
の
優
越
の
時
代
へ
と
い
う
意
味
で
、
中
世
イ
ス
ラ
ム

世
界
に
お
け
る
国
家
体
制
の
変
容
の
一
端
を
も
物
語
る
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
朝
の
ワ
ズ
ィ
ー
ル
職
に
つ
い
て
の
実

証
的
研
究
と
な
る
と
、
従
来
、
十
分
詳
細
に
な
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
直
接
ワ
ズ
ィ
ー
ル
を
あ
つ
か
っ
た
研
究
と
し
て
は
、
旨
●
掴
．
9
。
ア

試
営
斜
≦
押
ρ
嗣
≦
貯
9
1
七
転
勲
轡
無
妻
詩
碧
飼
”
駿
ρ
劉
．
蕊
壇
巴
感
応
瓢
ヨ
同
（
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
朝
潮
代
に
お
け
る
ワ
ズ
ィ
ー
ル
職
と
ワ
ズ
ィ
ー
ル
）
○
餌
貯
P
H
り
刈
O

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

が
あ
げ
ら
れ
る
他
は
、
個
別
的
論
考
も
き
わ
め
て
乏
し
い
。
ミ
ナ
1
ウ
ィ
ー
の
研
究
は
包
括
的
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
内
容
は
多
く
の
場
合
ワ

ズ
ィ
ー
ル
の
事
蹟
を
羅
列
し
た
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
有
力
な
ワ
ズ
ィ
ー
ル
心
心
の
叙
述
の
た
め
、
前
半
期
の
ワ
ズ
ィ
ー
ル
に
つ
い
て
は
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

の
実
態
が
把
握
さ
れ
に
く
い
。
ま
た
、
限
ら
れ
た
性
格
の
史
料
を
一
般
化
し
て
縁
海
の
説
明
に
用
い
て
い
る
、
職
掌
に
つ
い
て
の
呉
体
的
な
解

明
が
不
十
分
で
あ
る
、
全
体
に
わ
た
っ
て
一
切
飢
ハ
拠
が
示
さ
れ
て
い
な
い
、
な
ど
の
難
点
も
あ
る
。

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
対
象
を
前
半
期
の
ワ
ズ
ィ
ー
ル
に
限
っ
て
そ
の
実
態
を
解
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
以
下
、
O
ワ
ズ
ィ
ー
ル
職
の
推

移
、
⇔
ワ
ズ
ィ
ー
ル
の
経
歴
、
⇔
ワ
ズ
ィ
ー
ル
の
職
掌
、
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
な
お
歴
代
ワ
ズ
ィ
ー
ル
の
在
任
期
間
お
よ
び

経
歴
に
つ
い
て
は
、
　
一
覧
表
を
作
成
し
た
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。
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主
要
史
料
略
称

H
陰
鍵
臼
　
　
　
H
ぴ
昌
巴
あ
ρ
績
駄
酬
騨
r
H
陽
餌
導
出
節
臼
節
昌
旨
鋒
ρ
騨
駅
≦
乱
臣
2
（
鼠
ウ
国
忌
韓
夢
涜
”
O
ρ
騨
o
H
葉
群

く
菩
団
警
　
　
　
国
δ
8
貯
。
山
。
団
珍
団
斜
日
σ
β
あ
ρ
．
冠
畠
、
b
箕
δ
。
ぽ
讐
（
巴
‘
貯
．
）
H
●
囚
影
汁
9
ぎ
く
路
《
雲
鋭
く
霧
集
Φ
く
”
象
ミ
ミ
£
ミ
O
軌
匡
這
ミ
鋳

　
　
　
　
　
　
×
図
目
押
娼
鍵
け
お
。
。
b
。
（
器
唱
μ
ド
Φ
蕊
Y

咽
鑑
誉
　
　
　
　
H
び
旨
N
9
、
陣
魑
諺
蔭
σ
9
1
場
黒
6
β
芝
巴
譲
シ
含
昌
ρ
暮
一
．
ρ
（
①
9
）
》
匿
鴨
。
員
ρ
O
㊤
騨
o
H
㊤
鳶
幽

鍔
β
唄
舘
ω
錠
”
　
H
げ
⇔
鼠
鐸
嘱
霧
ω
震
撃
跨
騒
げ
9
1
吋
試
δ
斜
（
0
9
）
串
寓
器
ω
少
O
ρ
陣
8
お
お
●

燦
江
．
餅
四
四
　
　
　
ρ
や
鼠
ρ
濃
闘
N
」
H
叶
賦
．
習
即
劉
偶
虹
只
只
欲
、
び
や
諺
蔭
び
騨
ρ
甲
》
、
一
段
日
ρ
鶏
的
騨
覧
白
蔓
団
貯
即
r
降
　
巳
9
鐡
、
”
く
。
囲
押
（
①
9
）
い
轡
Ψ
陸
即
団
網
巴
”
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囚
三
曲
ρ
嘗

跨
芸
同
誉

回
）
帥
毛
餌
α
9
1
勢
門
n

8
㊤
箸
男
帯
ぴ
貯
鳥
岡
”

同
（
ぽ
節
一
録
搾
餌
鵠
”

ω
償
ぴ
げ
”

の椰

X
一
9
1
P
一
Q
o
同
”

ω
償
愚
笥
”

O
巴
戦
o
H
り
①
メ
　
〈
o
ピ
H
押
（
①
畠
．
）
竃
．
掴
■
鼠
肖
ヴ
9
匿
日
ρ
価
跨
巨
峯
餌
ρ
O
餌
マ
O
H
Φ
圃
一
・

㊤
r
ン
一
㊤
ρ
ユ
N
剥
ρ
劉
録
ρ
芝
卿
．
ド
≦
ρ
P
r
H
、
ユ
σ
鮮
凪
顕
解
陣
搾
吋
ρ
7
悸
綜
ρ
砂
≦
曽
餌
r
＞
陵
四
メ
＜
O
『
．
劃
回
押
ゆ
口
一
鮮
ρ
P
詠
⊃
唖
O
頃
・
（
巴
Φ
や
吋
。

嗣W

@
貯
薗
け
Y

囲
び
詳
㊤
智
》
駐
躍
”
ρ
や
困
く
似
巴
質
｛
剛
ρ
7
8
騨
、
目
回
隠
讐
く
O
一
Q
a
．
〈
H
H
い
〉
ハ
”
一
ω
O
G
◎
類
・

H
σ
p
巴
晶
）
騨
寒
餅
α
騨
識
u
図
ρ
昌
N
ρ
劉
］
）
蛋
属
㊤
目
諾
9
結
節
旨
陣
、
ρ
一
－
陰
¢
目
9
ひ
く
O
｝
●
＜
押
（
①
阜
）
ρ
㊤
7
騨
団
霞
μ
a
U
一
ρ
O
ρ
貯
O
目
O
①
］
．
．

H
げ
鐵
臼
9
0
9
洋
嵩
び
騨
α
押
ρ
7
累
g
一
旦
B
9
駅
N
卿
げ
日
韓
ゆ
寓
q
一
団
高
声
富
巴
≦
麟
ρ
一
－
ρ
帥
げ
貯
2
く
。
尉
．
H
＜
》
＜
”
O
鉱
H
o
日
㊤
①
Q
Q
l
俸
（
冠
。
唱
同
◆
）
．

H
ぴ
昌
悸
ρ
一
犀
騨
餅
P
毛
ρ
団
㊤
《
9
1
け
騨
劉
諺
、
蜜
聾
P
（
0
9
）
鎮
．
ジ
幽
・
．
》
ぴ
α
㊤
ゲ
掴
9
1
鑓
置
”
O
ρ
マ
○
日
り
薩
○
O
I
O
●

ρ
劉
ρ
巴
ρ
㊤
陽
9
嵩
α
押
頓
q
ぴ
骨
巴
－
》
．
隆
ρ
く
9
●
畷
押
O
騨
罵
。
日
り
］
．
餅

H
σ
昌
ρ
一
－
ρ
鉱
餌
口
δ
押
留
餌
）
浩
6
勲
、
臨
野
U
一
日
ρ
瞥
ρ
”
（
①
P
）
国
．
萄
．
跨
ヨ
①
O
属
o
N
”
切
。
マ
O
け
削
り
O
G
Q
●

巴
あ
β
嘱
鄭
窩
留
切
爵
。
ゆ
昌
巴
占
臼
甫
ヴ
9
5
鳥
ρ
同
㊤
ゆ
同
ρ
．
昌
三
道
耐
『
奢
p
2
甲
ρ
卸
げ
マ
ρ
〆
δ
♂
．
H
り
H
押
（
①
9
）
》
ぴ
⇔
帥
劉
吋
ρ
負
H
げ
嬬
矧
げ
同
日
”
這
0
刈
1
0
。
・

①
　
旧
制
隠
里
嵩
0
6
ご
㌔
免
糺
ミ
ミ
翻
N
§
乱
（
肉
裾
y
．
．
憶
帥
官
ヨ
蔵
Q
厚
．
．
．
℃
や
o
Q
㎝
刈
I
o
o
嚇
蝋
．

　
囲
σ
巴
騨
プ
一
彰
鵠
p
印
騨
戸
↓
騎
．
菖
露
題
㍗
織
識
鐘
軸
a
騎
㍗
、
蕊
§
｝
煙
画
疑
受
欝
O
p
綜
ρ
困
O
螺
G
Q
（
N
鵠
α
■

　
　
　
　
　
　
●

　
㊦
傘
）
魑
℃
℃
。
b
p
刈
刈
I
G
Q
…
．
》
．
ン
H
■
ン
H
鎧
瞥
9
護
麟
｛
ρ
」
≦
点
噸
§
嵩
Q
㍗
鷺
毒
ミ
驚
↓
M
噛
骨
慢
嵜

　
．
＆
肋
臓
同
門
盲
職
ミ
篤
受
掩
賊
蕊
噂
○
隔
日
H
P
同
O
蒔
c
D
辱
唱
ワ
一
帯
ト
っ
一
も
◎
…
い
騨
や
際
9
冤
矯
餅
一
辱
§
ミ
蹟
、
掛

　
題
㍗
建
羊
雲
御
、
遭
畠
㍗
、
黛
照
門
樹
豆
3
0
鉱
吋
ρ
ド
ゆ
㎝
q
Q
㌧
噂
や
国
刈
1
ω
b
◎
●

②
　
初
代
ワ
ズ
ィ
ー
ル
の
キ
ッ
リ
ス
に
関
し
て
、
妻
・
旨
羅
ω
。
7
①
｝
噛
㍉
§
融
き
き
恥

　
肉
8
嵩
O
ミ
於
§
煙
叙
㌔
O
鳶
馬
追
象
N
卜
蓄
ミ
宰
§
糺
譜
ミ
ミ
掬
N
ミ
、
斜
　
い
O
昌
山
O
P
一
〇
Q
Q
刈

　
¢
霧
。
。
）
讐
噂
や
ホ
ー
①
。
。
嚇
カ
リ
フ
・
ハ
ー
フ
ィ
ズ
時
代
（
五
一
一
四
－
五
四
瞬
／
二

　
三
〇
1
一
一
四
九
年
）
の
パ
フ
ラ
ー
ム
（
在
任
五
二
九
一
五
三
一
／
一
一
三
五
1

　
｝
一
三
七
年
）
に
関
し
て
、
冨
・
O
p
・
昌
既
9
0
p
＜
ぎ
貯
O
一
価
馨
δ
轟
9
1
一
、
魯
O
ρ
質
O

　
靭
潮
差
謬
P
謡
噛
§
ミ
騎
譜
N
、
N
誠
ミ
ミ
魯
動
時
ミ
§
砺
O
蓋
馬
ミ
ミ
請
（
以
下
鼠
溝
O

　
と
略
す
）
”
メ
目
（
6
総
Y
℃
℃
・
。
。
野
置
G
。
が
あ
る
。

③
構
成
は
、
第
一
章
目
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
朝
に
お
け
る
ワ
ズ
ィ
ー
ル
職
の
発
展
と
ワ

　
ズ
ィ
ー
ル
．
の
権
限
、
第
二
章
1
ー
ワ
ズ
ィ
ー
ル
職
に
と
も
な
う
儀
礼
、
称
暑
、
慣
習
、

　
報
酬
と
財
産
、
居
館
、
第
三
章
罐
ワ
ズ
ィ
ー
ル
と
学
問
、
文
学
、
技
術
の
発
展
、

　
第
四
章
巨
ワ
ズ
ィ
ー
ル
と
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
派
宣
教
、
内
政
、
軍
隊
、
第
五
章
翻

　
対
外
関
係
（
マ
グ
リ
ブ
、
シ
リ
ア
、
イ
ラ
ク
、
ア
ラ
ビ
ア
半
島
）
、
第
六
章
1
1
対

　
外
関
係
（
ビ
ザ
ソ
ツ
、
十
字
軍
、
ヌ
ビ
ア
）
、
第
七
章
H
各
ワ
ズ
ィ
…
ル
の
略
伝
。

④
　
中
央
政
府
の
偶
度
や
中
延
儀
礼
の
説
明
で
は
蔭
＃
嵩
や
0
魯
＃
に
依
拠
し

　
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
史
料
の
制
度
に
関
す
る
ま
と
ま
ウ
た
記

　
述
は
、
　
フ
ァ
…
テ
ィ
マ
朝
末
期
の
官
吏
だ
っ
た
H
σ
口
ρ
磨
嚇
混
く
騨
楼
壇
（
五
二
五
－

　
六
一
七
年
）
の
著
作
の
引
用
で
あ
り
、
そ
の
内
容
も
主
と
し
て
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
朝

　
末
期
の
状
態
を
反
映
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
前
半
期
の
ワ
ズ
ィ
ー
ル
職
に
つ
い

　
て
は
必
ら
ず
し
も
あ
て
は
ま
ら
な
い
部
分
が
多
い
。
。
隔
。
O
・
O
魯
窪
噛
ρ
話
5
q
雷

　
○
げ
塊
O
隅
一
ρ
麟
O
ω
涛
ロ
O
一
①
昌
諺
①
ω
男
一
一
9
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ピ
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．
○
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♂
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膨
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憎
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凶
コ
び
お
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部
ρ
や
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o
匿
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N
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門
馬
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歴．代ワズィール在任期間および経歴

　　　　　　＊在任期間についてはMinawi　PP．305－8とは若干の異岡がある

カ
リ
フ
H
ア
ズ
ィ
ー
ズ

ワズt一ル

Ya’q6b　b．　1〈illis

Jabr　b．　al－Qasim

tAll　b，・Umar　al二・Addas

AbU　al－Fadl　Ja‘far
　　　　　　　．　　　　　　　　b．　al－Furat

Abtt　‘Abd　Allah　b．

　al－Hasan　al－BiLziyai’
　　　　．

Abi－i　“±，luhammad

　al－Hasan　b，　‘Arnmar
　　　　．

al－Fadl　b．　E　ti　lih
　　　　●　　　　　　　　　　　緊　　　　　　　．

‘lsa　b．　NastUris

カ
リ
フ
ー
ー
ハ
ー
キ
ム

AbU　Muhammad
　aJ－E［asan　b．　‘Ammar
　　　　’

Abtt　al－Futtih
　　　　　　　　　Barjawan

一aレ耳usayn　b・Jawhar

一Fahd　b．　lbrahim

Salih　b．　tAli
－　　　　　　　　　1

　　　　　　　　al－RUzbarl

Ab丘Nasr　b．’Abd亘n
　　　　　レ

Ahmad　b，　Muhammad
　　　　　　　　aトQu虫ar1

Zur’a　b．　‘lsE　b．

　　　　　　　　　　Nastttris

al－Husayn　b．　Tahir
　　サ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ

　　　　　　　　a1－Wazzan

峨トHasan　b．　Abl
　　　．　　　　　　　　　al－Sayyid

一’ `bd　al－Rahman　b．
　　　　　　Abi　al－Sayyid

在任期問

368　ramadan
　　　　　　－373　shawwa1

374－380　⊆旦ユ亘　al－1｝ijja

373　shawwal－374

経 歴

もと二」ダや教徒｛婁記（改宗），

イフシード朝財務官僚→プアー一一ティマ

朝財務総監督　（363m晦arram－365
m晦arram）一》カリフ＝ムイッズの政
務の補佐（365）

（軍人～），カリフ醐近，

i警察長官・徴税責任者①

380　eplhU　al－1．iijJ’a－382

389．一382　sl：．a‘ban

383　rabl“　1－383　s．ha‘ban

（一年3ケ月）

383　muharram一
　　　　　　　　　　（2ケ月）

383
（数日）

384－386　ramadan
　　　　　　　　　　．

386　shawwal
　　　　　　－3S7　sha‘ban

387ramadan
　　　　　　　ロ　　　　　　一390　rabV　II

390jumada　エ
　　　　　　一398　sha‘ban

393　（392）　jumada　1　〈II）

　　　　　　　　　Fahd処刑

398　sha’ban－400　safar

4eO　safar

　　　　－401　muharram

401　muharram
（ユ0日）

401　muharram
　　　　　　　　－403　safar

403　rabi‘工

　　　　一405　jumada　II

405　sha’ban
　　　　　　－405　abawwal

一・・s ?ｓ一して徴税責任者②

イフシード朝ワズィール→ファーテ4
？r寡月財』務総蛋左督（361）③

軍人（qa’id）④

軍人，クターマ族の長◎

軍人（qa’id）◎

キリスト教徒書記，財務官．瞭⑦

前出

窟官，ハーキムの養育係⑧

3awhar
　軍人（qa’id　al－quwwad），
　駅逓および文書庁（386）＠

Fahd
　キリスト教徒書記，
　　ワーースィタBarjawanの補佐⑩

軍人（qa’id　al－quwwad），

シリア庁長官⑪

キリスト教徒譜記，
シリア貫長官一税務庁長官く399）⑭

雷．記⑭

キリス1、教多珪蓬碧ド記⑭

国庫長官⑮

‘Abd　al－Rahmitn
　　　書記，支出庁長官⑭
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エジプトにおけるファーティマ朝前半期のワズィール職（蒐原）

カ
リ
フ
ー
ー
ザ
ー
ヒ
ル

カ
リ
フ
ー
ー
ム
ス
タ
ン
ス
ィ
ル

al－Faql　Ja’far　b．
　　　．　　　　　　　　a1－Fur纂t

405　drhn　al－qa‘da
　　　　　　　　　（5日）Abd　al－F・lt1の息子

‘Ali　b．　Ja‘far　b．　Fallab 405dh亘a1－hijja　　　　軍人，クターマ族の長，
　　　　一409shawwal　ダマスクス総督（390）⑰

Satid　b．　‘lsa　b，

　　　　　　　　“Tastitris 409－409錘貢al－hijja　Zur‘aの兄弟，キリスト教徒⑱

al－Mas‘6d　b．　Ta－hir　1409　［1！nhn　al－ipijja

　　　　　　　al－Wazzan　l　一411　jumada　ll
al－lfusaynの兄弟，圏庫長官⑲

AbU　al－Husayn
　　　　　　‘Ammar　b．　Mulla聰mad

411jumada工工　　　　文書庁長官，東方逆軍鑓およびトルコ
　　一412dLttt　a1一qa‘da人軍団の監察砂

AbO　a1－Fut農h　M丘sa　　　　　　　　■

@　　　　　　b．aレH蕊san　　　　　　　　　　　●

413muharram　　　　　「

@　　　　一413shawwaI　　　　　　　　　｝

フスタート警察長官→上エジプト総督（412jumada　II）→文書庁長宮⑳

aレMas‘｛id　b．　Tahir
　　　　　　　　　　　　　　　　a1－Wazz義n 414　muharram一 前出

a1－Hasan　b．　salih
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　サ

　　　　　　　al－R丘zb翫r1
416－4工8 §a1恥（前出）の息子＠

Abit　al－Qasim　’All　b．

　　Ahmad　al－Jarjara’i

418　越州亘　al一葦ijja

　　　　－436　ramadan
　　　　　　　　　　　．

上・下エジプトの官吏吟中央政府の書
記（403－4頃）一〉支出庁長官（406あるいは
409）一y税務庁長官（413）→Mas‘血d　b．

aレWazzanのワズィール晴代に諸官
庁長官を兼任㊧

＄idqa　b．　Yitsuf

　　　　　　　al－Fallah1
436　ramadan－439
　　　　　’

もとユダヤ敦徒（改宗），
クターーマ軍務庁長官（415）一一〉シリアの

財務監督官na孝ir⑳

Abtt　aレBarak邑t
　　　　　　　al－IJusayn
　　　　　　　　　．

440－441　shawwal ワズィールJarjarゑ’iの甥㊥

Ab亘a1－Fadl　sa‘id
　　　　　　コ　　　　　コ
　　　　　　　b．Mas‘貢d 441－442　muharram

上エジプトの徴税宮→クターマ軍務庁
でFallabiの補佐（415）→シリア庁長
官愈

Aba　Muhammad　　　442　muharram　　　　ラムラのカーーディー　》母后のディーワ
　　　　　　　al－Yazari　　　　－450　muharra皿　一一rンの長官（439）→司法長官（441）＠

Abti　al－Faraj　b．　1450　mubarram
　Muhamma（玉aレBabili　　　　　　　　－450　rab五‘工

ワースィタHasan　b，　al－R丘zbariの
欝記→ワズィールJarjara’iの霞記→
諸財務官庁長官を兼任＠

Abn　al－Faraj　b．
　　Ja‘far　al－1’laghribi

450　rabi‘　II

　　　　－452　ramadan
　　　　　　　　　　　．

軍務庁長官曾

（以下混乱期）

①　工≦h蕊ra，　PP．23－4；Itti‘a孝，1，　PP．144，147，　IJ「e，216．363年カイロ警察，364年フスタート警察，

　374年徴税責任者という経歴が確認される。警察についてはラァーティマ朝聴代，フスタートのal一

　鋤ur笹a1－sufiaとカイロのal一§hurta　a1一‘ulyaが知られている。前者はアラブのエジプト征服以

　来のもので，後者はファーティマ遡が創設。おそらく前者は一般入民に対してのものであり，後者
　は宮廷および政府関係者に対してのものである（Mu§harrafa，抽岬儒al－ltuh，n，　pp．165－6）。

②364、366，368，37G，373，374，376，381の各自。　Dawadar1，　pp．178，189，198，209，216，22g；
　Itti‘ag，　1，　pp．　147，　217．

③　　王tti‘a孝，工，　P．130；多afir，　p．29．

＠　ltti‘a4，　1，　p．　282．

＠　1gl／liallil〈an，　V，　p．　11；Tagll｝iribirdl，　IV，　p．　122；At－Lir，　IX，　p，　44；Qalanisl，　p．　44．

＠　lsmhara，　p．　25；　ltti‘age，　1，　p．　277．
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ara，　p．　25；　DawadSLri，　p．　231．

ara，　p．　27；　X／Sll〈hita＃，　II，　p．　3；　ALhir，　1）」〈，　pp．　44－5；　Qalanisl，　p．　44．

，‘ I，II，　P．6；簸i㌻帥，∬，　p．14；Muyassar，　P．54，実際の仕事には代理が任命されている。
ara，　p．　27；　ltti‘ag，　II，　p．　14；　1！1／］iitec，　II，　pp．　4，　2S5；　Yal）ya，　pp．　L45－6；　Qalanisl，　pp．

p，72－3；簸ita㌻，工工，　p．286．参1礁注⑫。

．　76；　ltgllSiitat，　II，　p．

．84；工≦塾i㌻εLt，工工，　P，

．　S5；　IStllLitat，　II，　p

　287

　287．

．　287．

；　Ya3Jya，　p，　280．P
P
P
P
2
9
P
3
3
3
2
9
3
3
族
；
3
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U
狐
既
瓦
F
瓦
理
F
F
F
畏
皿
F
P
隔
れ
レ
即
迎
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F
F
F
F
F
も
ズ
F

Z
．
Z
．
多
Z
・
a
　
Z
．
a
　
a
　
a

a
a
a
a
　
τ
a
　
r
　
r
　
r

‘
　
イ
　
㍑
　
．
ゴ
　
一
a
　
‘
　
一
a
　
a
　
一
a

工
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
　
　
　
工

⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳

．　108．

：O－31；　ltti‘t一，L？．，　II，　p．　93；　Qalani＄i，　p．　57．

悲
嘆
爵
踊
翌
暁
熱
蚕
【
血
一
翼
軽
み
一
塞
歳
黎
一
畿
・
駕

　
　
　
　
5
0

⑦
⑧
⑨
⑩

⑳1§hara，　p．33；Itti‘酵，　II，　p．128；Khi瞬，1，　p．354．努芝方人軍団al－ma瀬riqaはトルコ人

　以外の束方畏族（たとえばダイラム入）からなる軍団であろうか　（cf・鳶1u鐙arrafa，　N擁z多沸aJ－

　taU！em，　p．171；III．　IbriLhim耳asan，エ「α’哲盈，　p．301）。

②　　1鋤ara、　p．34；Itti‘a多，　II，　p．128；随量㌻a㌻，1，　p．354．

⑫　1§hara（pp．3塩5）には，ハサンの経歴として，ラムラ地方の秘務および諸財務一》ダマスクス総

　督Manjatal｛inの書記→シリアの監督宮na亭ir（381年）→軍務庁長窟となっている。しかし年代的

　にみて，これは父サーリフの経歴と混同されていると考えられる。実際381－2年のマソジ。、　一一タ

　キーンのアレッポ攻略の特期に，サーリフも派遣されている　（Ta塾ribirdiJV，　PP・117一・120；
　Qalftnisl，　pp．　40－42；　illinawl，　pp．　252－3）．

⑳工鋤ara，　pp．35一一6；強alli1【an，　III，　pp．84－5；ltti‘a4，　II，　p．101；簸i㌻at，11，　p．288；Dawa－

　darl、　p．313；Taghribirdi，　IV，　p．248；木稿74頁。

⑳1鎗乱ra，　p．37；ltti‘a多，　II，　pp．152，191；QaliLnisl，　p．73．

＠　1．g．hara，　p．　38；　ltti‘az．，　II，　p．　197；　Muyassar，　p．　2．

＠　ls！11iara，　p．　39；　ltti‘az．，　II，　pp．　156，　203．

＠　lswwhara，　p．　40；　ltti‘Eg，　II，　pp，　197，　200，　2e8；Muyassar，　pp．　2，　4，　8－9；lafir，　pp．　70，　79．

⑳王…麺工a，P．46；ltti‘亀工工，　PP・　24G，　247－8・ヤーズーり一のワズa　’一ル特代には・dlwan　Tinnls

　wa　Dimyat，　diwan　a1一塾a§＄のほか4宮庁を委ねられていた。そして他の宮庁の長官よりも地位

　は高く，ワズィールの補佐を勤めた。
＠　ls111iara，　p．　47；Taeelu’“ibirdl，　V，　p．　70．

隔
　
ワ
ズ
ィ
ー
ル
職
の
推
移

　
多
く
の
史
料
は
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
朝
に
お
け
る
ワ
ズ

ィ
ー
ル
職
の
始
ま
り
を
、
カ
リ
フ
闘
ア
ズ
ィ
ー
ズ
時

代
（
三
六
五
i
三
八
六
／
九
七
五
一
九
九
六
年
）
の
く
勲
．
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ρ
口
び
び
●
囚
籔
δ
に
お
く
こ
と
で
一
致
し
て
い
る
。

マ
ク
リ
ー
ズ
ィ
ー
に
よ
る
と
キ
ッ
リ
ス
は
「
エ
ジ
プ

ト
に
お
け
る
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
朝
の
最
初
の
ワ
ズ
ィ
ー

ル
で
、
エ
ジ
プ
ト
、
シ
リ
ア
、
両
聖
地
（
メ
ッ
カ
、
メ

デ
ィ
ナ
）
、
マ
グ
リ
ブ
の
全
地
域
の
人
民
、
財
政
、
司

法
な
ど
あ
ら
ゆ
る
こ
と
の
監
督
を
し
た
」
（
降
冨
世

H
押
や
①
）
と
あ
る
。
彼
は
も
と
イ
フ
シ
ー
ド
朝
に
仕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

え
た
有
能
な
財
務
官
僚
で
あ
っ
た
が
、
フ
ァ
ー
テ
ィ

マ
朝
の
エ
ジ
プ
ト
征
服
（
三
五
八
／
九
六
九
年
）
後
は
、

カ
ジ
フ
ー
ー
ム
イ
ッ
ズ
（
三
四
一
－
三
六
五
／
九
五
二
一

九
七
五
年
）
の
も
と
で
、
財
務
総
監
督
と
し
て
通
貨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

改
革
、
税
収
の
増
大
に
貢
献
し
た
。
そ
の
後
ム
イ
ッ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

ズ
の
政
務
の
補
佐
を
経
て
、
ア
ズ
ィ
ー
ズ
に
よ
っ
て

正
式
に
ワ
ズ
ィ
ー
ル
職
に
任
じ
ら
れ
た
が
、
彼
の
業
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エジプトにおけるファーティマ朝前半期のワズィール職（菟原）

績
中
も
っ
と
も
重
要
な
も
の
は
内
政
面
の
整
備
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
キ
ッ
リ
ス
は
、
ア
ズ
ィ
ー
ズ
庁
至
愚
習
塑
7
．
諺
N
圃
N
受
螢
、

軍
務
庁
景
観
蟹
巴
山
曙
瞥
、
財
務
豊
田
≦
習
鋤
幽
雲
譲
巴
、
税
務
庁
臼
≦
習
ρ
劉
唇
霧
且
、
文
書
庁
魯
づ
、
四
⇔
箒
暮
雲
簿
≦
時
言
－
営
除
倒
、
、

独
占
収
益
庁
岳
≦
倒
昌
節
7
ヨ
霧
雷
σ
p
冨
訟
餅
枠
と
い
う
　
群
の
中
央
富
庁
を
設
立
し
、
さ
ら
に
衣
料
庫
匪
尉
習
9
登
霞
冨
毒
麟
、
宝
物
庫
陰
陰
習
9
。

㊤
劉
ヨ
鋤
、
文
書
庫
犀
晋
斜
⇔
ρ
巴
ム
鍮
鐸
貯
、
飲
料
庫
蔦
齢
習
ρ
巴
山
瞥
鼠
σ
節
な
ど
カ
リ
フ
財
産
を
管
理
す
る
制
度
を
整
え
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の

官
庁
に
は
多
く
の
書
記
官
（
財
務
庁
に
は
貨
幣
取
扱
萸
U
筈
げ
聾
陽
も
）
が
属
し
て
お
り
、
各
車
に
は
監
督
官
⇔
習
騨
が
お
か
れ
た
（
降
＃
ρ
世
H
酬

　
⑤

や
①
）
。
こ
の
よ
う
な
中
央
集
権
的
機
構
の
新
た
な
整
備
は
、
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
朝
統
治
画
趣
の
基
礎
を
確
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
中

央
行
政
府
の
業
務
を
増
大
、
複
雑
化
さ
せ
、
カ
リ
フ
の
補
佐
と
し
て
中
央
行
政
府
を
統
轄
す
る
機
関
を
不
可
欠
な
も
の
と
し
た
で
あ
ろ
う
。
つ

ま
り
、
集
権
的
統
治
機
構
の
確
立
と
ワ
ズ
ィ
ー
ル
職
の
設
置
と
は
表
裏
一
体
の
関
係
で
あ
り
、
キ
ッ
リ
ス
が
初
代
の
ワ
ズ
ィ
ー
ル
で
あ
っ
た
こ

と
も
ゆ
え
な
し
と
し
な
い
。

　
キ
ッ
リ
ス
は
三
七
三
年
（
九
八
四
年
）
に
、
短
期
間
で
は
あ
る
が
、
　
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
朝
に
降
っ
て
い
た
シ
リ
ア
の
反
乱
軍
の
将
匿
野
壷
降

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

（
諺
一
五
h
汁
9
搾
圃
跨
）
毒
殺
の
罪
を
問
わ
れ
て
、
下
獄
さ
れ
て
い
る
。
創
業
の
嬉
遊
キ
ヅ
リ
ス
に
対
す
る
カ
リ
フ
の
信
頼
は
ま
こ
と
に
篤
い
も
の
で
あ

っ
た
と
は
い
え
、
こ
の
下
獄
の
事
実
は
、
キ
ヅ
リ
ス
と
い
え
ど
も
独
裁
君
主
の
使
用
人
で
あ
り
、
そ
の
自
由
な
任
免
に
服
さ
ね
ば
な
ら
な
い
存

在
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
キ
ヅ
リ
ス
以
後
の
ア
ズ
ィ
ー
ズ
時
代
の
ワ
ズ
ィ
ー
ル
は
、
い
ず
れ
も
キ
ヅ
リ
ス
に
く
ら
べ
て
在
任
期
間
が
短
い
。
彼
ら
は
あ
ら
ゆ
る
政
務
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

統
べ
る
と
い
っ
た
タ
イ
プ
で
は
な
く
、
中
央
行
政
府
の
統
轄
者
と
し
て
の
彼
ら
の
役
割
は
と
り
わ
け
財
政
監
督
で
あ
っ
た
。
ワ
ズ
ィ
ー
ル
の
カ

リ
フ
に
対
す
る
影
響
力
も
小
さ
く
、
そ
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
、
キ
ッ
リ
ス
の
場
合
、
地
位
を
公
式
に
示
す
「
ワ
ズ
ィ
ー
ル
」
と
い
う
称
号
『
ρ
2
・
げ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

が
与
え
ら
れ
、
官
服
謬
言
や
公
式
書
状
に
．
．
≦
欝
画
く
㊤
．
ρ
賢
げ
び
．
田
臣
ω
、
”
と
し
る
す
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
彼
以
後
ワ
ズ
ィ

ー
ル
職
に
つ
い
た
人
物
に
は
、
こ
の
称
号
そ
の
も
の
は
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
。

　
も
っ
と
も
筆
者
の
み
た
か
ぎ
り
の
史
料
で
は
、
単
に
ア
ズ
ィ
ー
ズ
時
代
だ
け
で
は
な
く
、
　
カ
リ
フ
“
ザ
ー
ヒ
ル
時
代
（
四
一
一
－
四
二
七
／
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一
〇
二
一
一
一
〇
三
六
年
）
の
匂
二
六
鼠
、
一
に
至
る
ま
で
、
　
ハ
ー
キ
ム
時
代
（
三
八
六
一
四
＝
／
九
九
六
一
一
〇
二
一
年
）
の
、
諺
断
げ
．
賢
．
出
学
び
・

　
　
　
　
　
　
⑨

蜀
鉱
鍼
ザ
を
除
い
て
、
「
ワ
ズ
ィ
ー
ル
」
と
い
う
称
号
を
与
え
ら
れ
た
者
は
い
な
い
。
つ
ま
り
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
朝
の
ワ
ズ
ィ
ー
ル
職
は
、
、
ヒ
剛
ぴ
●

．
d
導
㌶
ρ
ゲ
．
》
α
魯
ω
か
ら
鱒
憎
松
霧
霞
σ
．
紹
嵩
仁
ρ
韓
国
o
N
げ
倒
置
ま
で
、
イ
ス
ラ
ム
法
理
論
の
名
称
で
い
え
ば
、
≦
霧
島
ρ
。
。
鉱
似
蜀
（
と
も
に

「
仲
介
」
の
意
の
同
義
語
）
で
あ
り
、
こ
の
聞
諸
史
料
で
も
ワ
ズ
ィ
ー
ル
で
は
な
く
ワ
サ
ー
タ
、
サ
フ
ァ
ー
ラ
の
名
称
を
用
い
る
の
が
一
般
で
あ

る
。　

元
来
イ
ス
ラ
ム
法
理
論
に
よ
る
と
、
ワ
ズ
ィ
ー
ル
職
は
常
呂
箪
雷
穿
嵐
（
旨
煮
置
－
委
任
）
と
タ
．
貯
創
墨
け
窪
類
陰
（
華
甲
矧
陽
－
実
施
）

に
二
大
別
さ
れ
る
。
前
老
に
は
ワ
ズ
ィ
ー
ル
の
自
由
裁
量
に
よ
る
国
事
の
決
定
、
遂
行
が
許
さ
れ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
カ
リ
フ
と
臣
民
と
の

閾
の
仲
介
者
宅
霧
碧
で
、
カ
リ
フ
の
命
令
や
決
定
の
実
施
老
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
惹
鼠
養
3
寺
田
9
の
場
合
、
カ
リ
フ
の
裁
定
に
共
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

あ
ず
か
る
な
ら
ば
特
に
ワ
ズ
ィ
ー
ル
の
名
称
を
用
い
、
そ
う
で
な
い
な
ら
ば
ワ
サ
ー
タ
、
サ
フ
ァ
ー
ラ
の
名
称
が
ふ
さ
わ
し
い
と
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
分
類
は
あ
く
ま
で
も
理
論
上
の
も
の
で
あ
っ
て
、
実
際
問
題
と
し
て
わ
れ
わ
れ
は
ワ
ズ
ィ
ー
ル
と
ワ
ー
ス
ィ
タ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

（
ワ
サ
ー
タ
の
職
に
あ
る
老
）
の
両
者
を
根
本
的
に
わ
か
つ
基
準
を
み
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
る
ほ
ど
ア
ズ
ィ
ー
ズ
時
代
に
お
い
て
こ
そ
、

キ
ッ
リ
ス
と
そ
の
後
任
者
た
ち
と
の
カ
リ
フ
に
対
す
る
影
響
力
の
差
は
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
明
確
な
権
限
の
規
定
に
由
来
す
る
も
の
で
は

な
く
、
キ
ッ
リ
ス
の
個
人
的
資
質
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
後
の
ワ
ズ
ィ
ー
ル
（
ワ
ー
ス
ィ
タ
）
た
ち
を
み
て
も
、
現
実
に
行
使
し
う
る

権
限
を
決
定
す
る
の
は
、
形
式
的
な
称
号
の
有
無
で
は
な
く
、
政
治
的
事
情
お
よ
び
カ
リ
フ
や
ワ
ズ
ィ
ー
ル
（
ワ
ー
ス
ィ
タ
）
の
個
人
的
資
質
、

力
量
で
あ
る
。
’
た
と
え
ば
ハ
！
キ
ム
治
世
初
期
の
．
》
津
ヨ
9
1
壇
や
ω
薫
風
≦
鯛
⇔
ら
は
、
ワ
ー
ス
ィ
タ
と
い
っ
て
も
大
き
な
権
限
を
有
し
て
い
た
。

ま
た
史
料
に
お
い
て
も
、
同
一
人
物
が
と
き
に
は
ワ
ズ
ィ
ー
ル
、
と
き
に
は
ワ
ー
ス
ィ
タ
と
記
さ
れ
て
お
り
、
両
者
の
本
質
的
機
能
に
区
別
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
以
上
を
考
え
る
と
、
ワ
ー
ス
ィ
タ
と
は
、
制
度
的
に
は
、
実
を
有
し
て
名
を
称
し
な
い
ワ
ズ
ィ
ー
ル
と
み
る
こ
と

が
で
き
る
。

　
さ
て
カ
リ
フ
ー
ハ
ー
キ
ム
は
十
一
歳
と
い
う
幼
少
で
即
位
し
た
た
め
、
国
政
は
ワ
ー
ス
ィ
タ
の
宰
領
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
ア
ン
マ
ー
ル
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に
つ
い
て
は
、
ハ
ー
キ
ム
が
即
位
し
た
と
き
「
彼
に
国
事
二
臼
9
と
監
督
審
α
ぴ
冒
が
委
ね
ら
れ
、
カ
リ
フ
は
彼
に
『
予
の
国
家
に
お
い
て
汝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

は
わ
が
信
頼
す
る
代
理
者
た
る
べ
し
』
と
言
っ
た
。
そ
し
て
す
べ
て
の
階
層
の
（
宮
廷
の
）
人
々
が
彼
に
服
従
し
た
」
（
H
瞥
縛
2
や
・
。
①
）
と
あ
る
。

ワ
ー
ス
ィ
タ
と
な
っ
た
ア
ソ
マ
ー
ル
は
権
力
を
濫
用
し
て
、
自
ら
の
出
身
で
あ
る
図
暮
9
ー
ヨ
ρ
族
の
軍
人
へ
の
俸
給
を
増
額
し
、
ト
ル
コ
人
軍

団
や
黒
人
軍
団
そ
の
他
へ
の
俸
給
を
カ
ッ
ト
し
た
。
し
か
し
結
局
そ
れ
は
ク
優
美
マ
軍
人
と
ト
ル
コ
軍
人
と
の
間
の
闘
争
を
招
い
て
、
混
乱
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

う
ち
に
ア
ン
岬
、
ー
ル
は
没
落
し
た
。
つ
い
で
ワ
ー
ス
ィ
タ
に
就
任
し
た
バ
ル
ジ
ャ
ワ
ー
ソ
に
つ
い
て
も
「
ハ
ー
キ
ム
の
時
代
に
、
エ
ジ
プ
ト
、

ヒ
ジ
ャ
ー
ズ
、
シ
リ
ア
、
マ
グ
リ
ブ
す
な
わ
ち
カ
リ
フ
支
配
の
諸
地
域
の
監
督
を
し
た
」
（
悸
巴
葬
帥
P
鮒
や
込
。
障
）
と
あ
る
。
彼
は
ビ
ザ
ン
ツ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

と
の
十
年
間
の
休
戦
協
定
の
締
結
、
シ
リ
ア
や
マ
グ
リ
ブ
へ
の
軍
隊
派
遣
な
ど
外
交
、
軍
扇
の
指
揮
も
と
っ
た
。
だ
が
権
力
の
座
に
つ
い
た
彼

は
、
　
「
協
議
す
る
こ
と
も
な
し
に
自
ら
の
選
ぶ
と
こ
ろ
の
み
実
施
」
し
、
国
事
を
専
断
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
ハ
ー
キ
ム
の
命
に
よ
り
殺

　
　
　
⑯

害
さ
れ
た
。

　
成
長
後
の
ハ
ー
キ
ム
は
横
暴
な
独
裁
齎
主
で
あ
り
、
ワ
ー
ス
ィ
タ
の
地
位
は
相
対
的
に
低
下
し
た
。
彼
ら
の
立
場
は
不
安
定
で
、
在
任
期
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

は
短
く
、
バ
ル
ジ
ャ
ワ
ー
ソ
よ
り
後
の
ワ
ー
ス
ィ
タ
十
四
人
の
う
ち
七
人
ま
で
が
免
職
と
同
時
に
処
刑
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
の
資
産
の
国
庫
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

の
没
収
が
、
免
職
や
処
刑
の
ひ
と
つ
の
目
的
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
の
決
定
は
ま
っ
た
く
カ
リ
フ
の
恣
意
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
H
9
、
》
び
身
⇔
の
免
職
の
理
由
は
、
処
刑
を
恐
れ
て
逃
亡
し
て
い
た
槌
。
替
着
げ
■
冒
≦
げ
胃
を
ハ
ー
キ
ム
が
呼
び

戻
そ
う
と
し
た
際
に
、
フ
サ
イ
ソ
が
、
自
分
を
中
傷
し
害
を
与
え
た
ア
ブ
ド
ゥ
ー
ソ
が
「
ワ
ズ
ィ
ー
ル
」
で
あ
る
か
ら
に
は
決
し
て
帰
ら
な
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

と
返
答
し
た
た
め
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
注
意
す
べ
き
は
、
ρ
自
色
。
昌
や
H
σ
め
巴
出
貰
騨
ら
の
極
端
に
在
任
揚
超
の
短
い
場
合
は
別
と
し
て
、

ワ
ー
ス
ィ
タ
の
地
位
は
単
な
る
欄
塵
事
の
飾
り
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
H
σ
昌
》
嘗
鋒
あ
㊤
団
胤
α
兄
弟
を
例
に
と
る
と
、
四

〇
五
年
（
一
〇
一
五
年
）
ワ
：
ス
ィ
タ
と
な
っ
た
二
人
は
「
（
税
法
の
）
規
定
凄
ω
口
葺
ど
お
り
に
国
家
の
財
政
収
入
を
は
か
り
、
そ
の
う
え
三
十

万
デ
ィ
ー
ナ
ー
ル
の
増
加
を
毎
年
国
庫
に
も
た
ら
す
こ
と
を
倒
け
あ
っ
た
」
（
H
亀
甲
舜
ら
●
。
。
O
）
。
彼
ら
の
在
任
期
間
は
た
っ
た
六
十
二
日
間
に

す
ぎ
な
い
が
、
こ
の
記
述
を
み
る
と
、
彼
ら
の
地
位
は
け
っ
し
て
名
目
的
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
重
大
な
責
任
を
伴
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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ハ
ー
キ
ム
に
つ
い
で
十
六
歳
で
即
位
し
た
カ
リ
フ
紅
ザ
ー
ヒ
ル
治
世
の
前
半
は
、
は
じ
め
の
四
年
八
ヶ
月
は
カ
リ
フ
の
伯
母
（
ハ
ー
キ
ム
の
姉
）

oり

?
巴
－
銀
島
（
が
国
政
の
実
権
を
握
っ
て
ワ
ー
ス
ィ
タ
の
任
免
も
行
い
、
彼
女
の
死
後
は
少
数
の
高
官
が
国
政
を
毒
断
し
た
た
め
、
　
ワ
ー
ス

ィ
タ
の
権
限
は
大
き
く
制
約
さ
れ
た
。
と
く
に
四
一
四
年
（
一
〇
二
　
二
年
）
ワ
ー
ス
ィ
タ
に
任
じ
ら
れ
た
芝
欝
N
習
は
、
軍
団
と
財
務
の
監
督

（
鉱
占
爲
銭
旨
巴
良
書
≦
白
目
聖
日
≦
9
を
委
ね
ら
れ
た
が
、
　
テ
ィ
ソ
ニ
ー
ス
お
よ
び
ダ
ミ
エ
ッ
タ
霜
曇
≦
9
1
旨
防
毒
讐
。
。
甫
餌
島
国
団
碧
と

ハ
ー
キ
ミ
ー
軍
〔
務
庁
〕
鐵
↓
旨
煮
勲
劉
煽
9
一
鉱
露
則
と
ス
ィ
ッ
ト
・
ア
ル
・
ム
ル
ク
の
デ
ィ
ー
ワ
ー
ン
仙
山
ぞ
倒
≦
ヨ
既
あ
曙
忌
壁
の
監
督
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

諺
げ
曽
巴
わ
習
一
露
ρ
劉
冒
認
錠
刺
、
圃
に
委
ね
ら
れ
、
ワ
ヅ
ザ
ー
ン
に
は
そ
れ
ら
の
監
督
権
が
な
か
っ
た
。
こ
の
ジ
ャ
ル
ジ
ャ
ラ
ー
イ
ー
に
つ
い
て

は
、
「
権
力
は
ス
ィ
ヅ
ト
・
ア
ル
・
ム
ル
ク
の
も
の
で
、
ジ
ャ
ル
ジ
ャ
ラ
ー
イ
1
が
彼
女
の
舌
で
あ
り
手
で
あ
っ
た
」
（
H
慈
．
貴
H
H
も
払
。
。
。
。
）
と

あ
り
、
実
権
を
握
る
ス
ィ
ッ
ト
・
ア
ル
・
ム
ル
ク
の
家
政
機
関
の
監
督
と
し
て
、
む
し
ろ
ワ
ズ
ィ
ー
ル
以
上
の
権
勢
を
ふ
る
っ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
四
一
五
年
旨
昌
霧
峯
窮
月
（
一
〇
二
四
年
四
月
）
に
は
、
シ
リ
ア
そ
の
他
の
地
区
と
の
通
信
、
地
租
課
税
業
務
、
駅
逓
に
よ
る
書
状
の

提
示
な
ど
、
本
来
ワ
ッ
ザ
ー
ン
の
管
掌
下
に
あ
る
べ
き
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
、
二
人
の
官
僚
が
彼
を
さ
し
お
い
て
監
督
し
た
た
め
、
ワ
ッ
ザ
ー
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

が
三
日
間
出
仕
を
拒
否
す
る
と
い
う
事
件
が
お
こ
っ
た
。
同
年
審
壁
目
月
（
同
五
月
）
に
は
、
ク
タ
ー
マ
軍
務
庁
の
監
督
権
が
ワ
ッ
ザ
ー
ソ
か

ら
寓
一
．
衝
α
に
移
っ
た
。
目
菩
回
、
回
月
（
洞
五
月
）
に
は
、
駅
逓
庁
の
長
官
に
、
シ
リ
ア
か
ら
の
決
算
報
告
の
す
べ
て
を
シ
リ
ア
庁
の
長
官
に

（
直
接
）
手
渡
す
よ
う
に
と
の
命
令
が
だ
さ
れ
、
ワ
ヅ
ザ
ー
ソ
は
そ
の
監
督
か
ら
は
ず
さ
れ
た
。
ま
た
「
ク
タ
ー
マ
軍
務
庁
が
ワ
ッ
ザ
ー
ン
の
監

督
か
ら
離
れ
た
よ
う
に
、
シ
リ
ア
庁
に
お
い
て
（
も
）
彼
の
監
督
か
ら
離
れ
て
、
雪
隠
ω
露
プ
切
鑓
≦
習
が
竃
魯
㊤
碁
讐
巴
プ
巴
山
難
ず
萄
．
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

（
》
げ
口
ρ
7
の
霧
冒
の
兄
弟
）
の
監
査
役
N
一
日
9
一
露
で
あ
る
よ
う
命
令
さ
れ
た
。
」
ス
イ
ッ
ト
・
ア
ル
・
ム
ル
ク
の
死
亡
し
た
四
一
五
年
甘
津
践
9
1

回
H
月
（
一
〇
二
四
年
八
月
）
に
は
、
最
高
司
令
官
巴
ゐ
似
、
鑓
鉱
幽
す
娼
の
称
号
を
有
す
る
ミ
ッ
ダ
ー
ド
を
中
心
に
、
　
ア
ジ
ヤ
ミ
ー
、
ジ
ャ
ル
ジ

ャ
ラ
ー
イ
ー
（
跨
げ
。
麟
甲
留
ω
9
）
、
ピ
ド
ワ
ー
ス
の
四
人
が
、
カ
リ
フ
を
享
楽
に
ふ
け
ら
せ
る
一
方
で
は
、
彼
ら
以
外
に
は
誰
も
カ
リ
フ
に
近

づ
け
な
い
よ
う
に
謀
っ
て
、
国
事
を
私
し
た
。
こ
の
間
ワ
ヅ
ザ
ー
ソ
を
は
じ
め
と
す
る
他
の
高
官
は
、
二
十
日
に
一
度
し
か
カ
リ
フ
の
も
と
に

行
け
な
い
と
い
う
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。
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エジプ1・におけるファーティマ朝前半期のワズィール職（苑原）

　
こ
の
よ
う
に
ザ
ー
ヒ
ル
時
代
前
半
に
は
、
ワ
ズ
ィ
ー
ル
の
権
威
は
い
ち
じ
る
し
く
失
墜
し
た
が
、
治
世
の
後
半
、
ジ
ャ
ル
ジ
ャ
ラ
ー
イ
ー
の

ワ
ズ
ィ
ー
ル
就
任
に
よ
っ
て
そ
れ
は
正
常
に
復
し
、
彼
は
カ
リ
フ
腱
ム
ス
タ
ソ
ス
ィ
ル
治
世
（
四
二
七
一
四
八
七
／
一
〇
三
六
－
一
〇
九
四
年
）
に

わ
た
る
十
八
年
間
内
外
の
国
事
を
指
導
し
た
。
　
シ
リ
ア
に
お
い
て
は
、
》
呂
聖
旨
巴
（
首
巴
－
∪
齢
ぼ
嵩
を
派
遺
し
て
、
留
凱
’
7
σ
・
鼠
冒
伽
習
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

揖
㊤
。
。
ω
碧
び
ゆ
巴
山
霧
史
観
の
勢
力
を
駆
逐
し
、
ビ
ザ
ソ
ッ
に
対
し
て
は
、
四
二
七
年
（
一
〇
三
五
一
六
年
）
お
よ
び
四
二
九
年
（
一
〇
三
七
i
八
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
休
戦
協
定
を
締
結
し
た
。
四
二
七
年
瀞
毅
．
薮
口
利
（
一
〇
三
六
年
六
月
）
、
ム
ス
タ
ソ
ス
ィ
ル
が
わ
ず
か
七
歳
で
即
位
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、

ジ
ャ
ル
ジ
ャ
ラ
！
イ
ー
は
、
宮
廷
の
人
々
に
忠
誠
の
誓
い
を
さ
せ
、
軍
隊
に
は
俸
給
、
下
賜
物
を
与
え
、
よ
く
秩
序
を
保
っ
た
。
彼
は
財
政
面

に
お
い
て
も
有
能
で
あ
り
、
そ
の
死
に
際
し
て
、
国
庫
に
は
支
出
用
に
百
七
十
万
デ
ィ
ー
ナ
ー
ル
が
蔚
え
ら
れ
て
い
た
。

　
し
か
し
、
偉
大
な
ワ
ズ
ィ
ー
ル
の
死
は
中
央
政
府
内
の
権
力
動
向
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
す
な
わ
ち
四
三
六
年
（
一
〇
四
五
年
）
、
ワ

ズ
ィ
ー
ル
職
に
は
巴
劫
巴
研
葛
が
任
命
さ
れ
た
も
の
の
、
国
政
の
実
権
は
カ
リ
フ
の
母
后
と
彼
女
の
デ
ィ
ー
ワ
ー
ソ
の
長
官
諺
σ
o
o
Q
勲
．
鳥
節
7

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

日
窃
3
ほ
が
握
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
国
家
に
お
け
る
ア
ブ
ー
・
サ
ア
ド
の
影
響
力
は
伸
長
し
、
そ
の
た
め
フ
ァ
ッ
ラ
ー
ヒ
ー
に
は
、
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

だ
（
ワ
ズ
ィ
ー
ル
の
）
名
称
と
若
干
の
（
命
令
の
）
実
施
を
の
ぞ
い
て
、
ま
っ
た
く
命
令
し
禁
止
す
る
権
限
が
な
か
っ
た
」
と
い
う
状
態
で
あ
っ

た
。
こ
の
間
諸
史
料
に
は
興
味
深
い
記
述
が
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
「
（
ジ
ャ
ル
ジ
ャ
ラ
ー
イ
ー
が
死
ね
と
）
、
母
后
は
国
家
を
支
配
し
、
（
以
前
の
）

彼
女
の
主
人
ア
ブ
ー
・
サ
ア
ド
を
ワ
ズ
ィ
ー
ル
に
任
用
し
た
。
そ
し
て
ム
ス
タ
ソ
ス
ィ
ル
は
フ
ァ
ッ
ラ
ー
ヒ
ー
を
ワ
ズ
ィ
ー
ル
に
任
命
し
た
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

（
冨
ξ
霧
ω
鍵
も
●
ば
）
と
あ
る
。
ア
ブ
ー
・
サ
ア
ド
の
公
式
の
地
位
は
、
母
后
の
デ
ィ
ー
ワ
ー
ソ
の
長
官
臼
暮
餌
≦
ρ
葺
象
糞
下
燭
ヨ
為
楽
－
蔦
巴
昆
ρ

で
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
中
央
官
制
上
正
式
に
認
め
ら
れ
た
ワ
ズ
ィ
ー
ル
で
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
よ
う
な
表
現
が
あ
る
の
は
、
当
時
の

国
政
運
営
の
実
権
が
母
后
と
サ
ア
ド
の
側
に
あ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
事
実
フ
ァ
ヅ
ラ
！
ヒ
ー
が
ワ
ズ
ィ
ー
ル
に
任
じ
ら
れ
る
と
、
サ

ア
ド
は
彼
の
監
察
一
壷
扇
｛
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
二
人
の
ワ
ズ
ィ
ー
ル
が
並
立
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
実
権
を
握
る
母
后
の
私
的

家
政
機
関
の
監
督
は
同
時
に
、
政
府
の
ワ
ズ
ィ
ー
ル
の
上
位
に
立
つ
、
国
家
の
監
督
者
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
サ
ア
ド
の
圧
迫
に
対
し
て
フ

ァ
ッ
ラ
ー
ヒ
ー
は
、
ト
ル
コ
軍
人
を
煽
動
し
て
、
彼
を
殺
害
さ
せ
る
が
（
四
三
九
年
甘
ヨ
鑑
9
1
回
月
／
一
〇
四
七
年
一
〇
月
）
、
自
身
も
怒
っ
た
母
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⑯

后
に
よ
っ
て
免
職
さ
れ
処
刑
さ
れ
た
。

　
そ
の
後
サ
ア
ド
の
後
任
に
は
浮
⇔
鼠
昌
ρ
臼
ヨ
巴
巴
k
差
口
嵩
が
、
フ
ァ
ッ
ラ
ー
ヒ
ー
の
後
任
に
は
き
口
巴
－
じ
d
霧
薄
鼠
け
が
そ
れ
ぞ
れ
つ

漏
・
彼
ら
の
関
係
は
サ
ア
ド
と
フ
ァ
ッ
ラ
ー
ヒ
あ
関
係
高
じ
で
あ
る
・
た
と
え
ば
「
カ
リ
フ
が
ワ
ズ
・
ー
ル
の
召
喚
を
望
む
謄
は
・

ヤ
ー
ズ
ー
リ
ー
が
カ
リ
フ
の
前
に
控
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
ア
ブ
ー
・
サ
ア
ド
が
フ
ァ
ッ
ラ
ー
ヒ
ー
に
対
し
て
そ
う
だ
っ
た
〈
中
略
〉

そ
れ
か
ら
ワ
ズ
ィ
ー
ル
が
召
喚
さ
れ
、
ワ
ズ
ィ
ー
ル
は
国
事
に
つ
い
て
自
分
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
奏
上
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
答
え
る
の
は

や
ー
ズ
ー
り
一
だ
け
で
あ
る
く
中
略
〉
ワ
ズ
ィ
ー
ル
は
カ
リ
フ
に
対
し
て
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
ヤ
ー
ズ
ー
リ
ー
に
国
事
の
奏
上
を
し
て
い
る

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
」
（
H
蓬
．
貫
炉
℃
』
O
ω
）
と
あ
る
。
バ
ラ
カ
ー
ト
の
後
任
の
ワ
ー
ス
ィ
タ
留
．
乙
σ
い
鼠
霧
．
降
創
に
対
し
て
も
、
ヤ
ー
ズ

ー
リ
ー
は
同
様
の
立
場
で
あ
り
、
カ
リ
フ
の
前
に
召
喚
し
て
彼
が
命
令
を
下
し
た
。

　
ジ
ャ
ル
ジ
ャ
ラ
ー
イ
ー
の
死
以
来
続
い
た
、
母
后
側
近
が
権
力
を
握
る
と
い
う
変
則
的
状
況
も
、
ヤ
ー
ズ
ー
リ
ー
の
ワ
ズ
ィ
ー
ル
就
任
に
よ

っ
て
終
っ
た
が
、
そ
れ
は
同
時
に
ヤ
ー
ズ
ー
リ
ー
へ
の
名
実
と
も
の
権
力
の
集
中
と
な
っ
た
。
彼
は
母
后
の
デ
ィ
ー
ワ
ー
ン
の
長
官
と
し
て
実

質
的
に
国
政
を
左
右
す
る
地
位
に
加
え
て
、
ワ
ズ
ィ
ー
ル
職
、
司
法
長
官
、
宣
教
長
野
の
地
位
を
も
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。
こ
と
に
ワ
ズ
ィ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
磯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

ル
が
司
法
長
官
お
よ
び
宣
教
長
官
を
兼
任
し
た
の
は
彼
が
最
初
で
あ
る
。
ヤ
ー
ズ
ー
リ
ー
は
四
四
六
年
（
一
〇
五
四
－
五
年
）
の
穀
物
政
策
に
み

ら
れ
る
よ
う
に
、
内
政
的
に
も
纏
れ
た
手
腕
を
発
揮
し
た
が
、
と
り
わ
け
対
外
問
題
に
お
い
て
積
極
的
な
対
処
を
み
せ
た
。
イ
フ
リ
ー
キ
ー
ヤ

に
お
い
て
は
、
　
四
四
三
年
（
一
〇
五
一
一
二
年
間
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
朝
の
宗
主
下
を
離
脱
し
た
ズ
ィ
ー
リ
ー
朝
の
嵐
償
、
計
N
び
．
曲
調
α
冨
を
、
　
ア
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

ブ
遊
牧
部
族
に
よ
っ
て
征
討
し
た
。
シ
シ
リ
ー
島
で
は
、
ヤ
ー
ズ
ー
リ
ー
の
送
っ
た
総
督
に
よ
っ
て
、
島
の
有
力
家
の
排
除
に
成
功
し
た
。
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

た
ヌ
ビ
ア
へ
は
軍
を
派
遣
し
て
、
エ
ジ
プ
ト
へ
の
貢
納
を
二
倍
に
し
、
ヒ
ジ
ャ
ー
ズ
に
つ
い
て
は
、
従
来
年
下
十
二
万
デ
ィ
ー
ナ
ー
ル
だ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

メ
ッ
カ
へ
の
支
出
を
二
十
万
に
増
額
し
た
。
四
四
八
年
（
一
〇
五
六
i
七
年
）
に
は
、
イ
ラ
ク
で
反
乱
を
起
し
た
巴
－
切
毛
払
ω
滋
に
巨
額
の
援
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

を
送
り
、
た
め
に
国
庫
は
空
に
な
る
と
い
う
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
に
権
勢
を
誇
っ
た
ヤ
ー
ズ
ー
リ
ー
も
、
セ
ル
ジ
ュ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ク
朝
の
ト
ゥ
グ
リ
ル
・
ベ
ク
と
通
謀
し
た
嫌
疑
で
逮
捕
さ
れ
処
刑
さ
れ
た
（
四
五
〇
年
語
君
ρ
旨
ρ
素
月
／
一
〇
五
八
年
二
月
）
。

76　（870）



エジプトにおけるファーティマ朝前半期のワズィール職（菟原）

　
ヤ
ー
ズ
ー
リ
ー
の
逮
捕
か
ら
パ
ド
ル
・
ア
ル
・
ジ
ャ
マ
ー
リ
ー
の
登
場
（
四
六
六
／
一
〇
七
三
年
）
ま
で
の
期
間
は
、
　
ワ
ズ
ィ
ー
ル
の
権
威
が

も
っ
と
も
凋
落
し
た
時
期
で
あ
る
。
こ
の
間
、
十
九
人
の
人
物
が
ワ
ズ
ィ
ー
ル
職
に
つ
い
た
が
、
H
げ
口
斜
7
冨
麟
野
鼠
露
を
除
き
在
任
期
間
は
き

わ
め
て
短
く
、
長
い
者
で
数
ケ
月
、
在
任
数
日
と
い
う
の
も
ま
っ
た
く
珍
し
く
な
い
。
そ
の
う
え
同
一
人
物
が
何
度
も
任
命
さ
れ
て
い
る
の
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

特
徴
で
、
二
回
以
上
任
命
さ
れ
た
春
は
八
人
、
冒
昌
閤
践
貯
節
な
ど
は
七
回
任
命
さ
れ
て
い
る
。
司
法
長
官
と
の
兼
任
も
多
い
が
、
任
免
の
ひ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ん
ば
ん
さ
は
カ
…
デ
ィ
ー
も
ワ
ズ
ィ
ー
ル
と
同
様
で
あ
る
。
ヤ
ー
ズ
ー
リ
ー
の
死
後
日
常
茶
飯
化
し
た
宮
廷
内
の
誕
訴
が
こ
の
よ
う
な
ワ
ズ
ィ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

ー
ル
の
ひ
ん
ぱ
ん
な
更
迭
の
ひ
と
つ
の
原
因
で
あ
っ
た
が
、
乱
脈
な
政
局
は
ワ
ズ
ィ
ー
ル
の
在
任
期
間
の
短
さ
と
あ
い
ま
っ
て
、
中
央
政
府
の

諸
軍
団
に
対
す
る
統
制
力
の
欠
如
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
。
諸
軍
団
が
地
方
に
割
拠
し
て
抗
争
し
た
た
め
、
中
央
政
府
の
租
税
収
入
は
減
少

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

し
、
政
府
か
ら
の
俸
給
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
べ
き
軍
団
が
、
首
都
や
地
方
を
略
奪
す
る
と
い
う
悪
循
環
が
お
こ
っ
た
。
と
り
わ
け
四
五
四
年

（一

Z
六
二
年
）
か
ら
本
格
化
し
た
ト
ル
コ
人
軍
団
と
黒
人
軍
団
の
武
力
抗
争
は
、
エ
ジ
プ
ト
全
土
を
略
奪
と
暴
行
に
ま
き
こ
み
、
農
村
を
荒
廃

　
　
＠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

さ
せ
た
。
四
五
七
年
（
一
〇
六
四
一
五
年
）
か
ら
四
六
四
年
（
一
〇
七
一
一
二
年
目
に
わ
た
る
大
興
言
は
荒
廃
を
決
定
的
に
し
た
。
国
家
機
能
は
事

実
上
麻
痺
し
、
直
接
自
ら
の
立
場
を
支
え
る
軍
事
力
を
も
た
ぬ
ワ
ズ
ィ
ー
ル
は
、
過
大
な
俸
給
を
要
求
し
て
は
略
奪
に
は
し
る
軍
団
に
対
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

何
ら
の
統
糊
力
も
も
ち
え
な
か
っ
た
。
　
四
五
九
年
（
一
〇
六
六
－
七
年
）
ワ
ズ
ィ
ー
ル
に
任
じ
ら
れ
た
H
び
聯
N
環
9
理
な
ど
は
、
軍
隊
が
俸
給

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

を
要
求
す
る
の
に
対
し
、
一
応
の
約
束
を
与
え
て
彼
ら
を
鎮
静
さ
せ
た
後
、
逃
亡
す
る
と
い
う
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
（
在
任
数
日
）
。
治
安
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

回
復
は
強
力
な
軍
事
力
に
頼
る
以
外
に
な
く
、
ム
ス
タ
ソ
ス
ィ
ル
は
シ
リ
ア
か
ら
ア
ル
メ
ニ
ア
人
軍
団
長
パ
ド
ル
・
ア
ル
・
ジ
ャ
マ
ー
リ
ー
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

招
聰
し
た
。
混
乱
は
パ
ド
ル
の
武
力
に
よ
る
い
わ
ば
エ
ジ
プ
ト
再
征
服
と
い
う
よ
う
な
か
た
ち
で
収
拾
さ
れ
、
彼
は
ワ
ズ
ィ
ー
ル
職
に
就
任
し

た
。
だ
が
彼
と
そ
の
子
》
な
巴
と
の
約
半
世
紀
に
及
ぶ
独
裁
は
、
そ
の
後
の
ワ
ズ
ィ
ー
ル
職
の
性
格
を
決
定
的
に
変
貌
さ
せ
て
し
ま
う
の
で

あ
る
。

　
以
上
、
大
略
設
置
以
来
の
ワ
ズ
ィ
ー
ル
職
の
推
移
を
み
た
が
、
時
期
に
よ
っ
て
専
権
化
す
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
権
限
を
綱
約
さ
れ
る
場
合
も

あ
り
、
ワ
ズ
ィ
ー
ル
の
有
し
た
政
治
的
実
権
は
一
様
で
な
い
。
ま
た
彼
ら
の
地
位
も
不
安
定
で
あ
る
。
彼
ら
は
カ
リ
フ
側
の
自
由
な
任
免
、
処
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罰
に
服
し
、
有
力
で
在
任
期
間
も
長
い
ワ
ズ
ィ
ー
ル
も
存
在
す
る
が
、
概
し
て
在
任
期
間
は
短
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
政
治
的
実
権
の
強
弱
や

地
位
の
不
安
定
と
い
う
よ
う
な
現
象
の
一
方
で
、
表
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
ワ
ズ
ィ
ー
ル
職
が
設
置
以
来
常
設
で
あ
っ
た
と
い
う
一
貫
し
た

纂
実
も
ま
た
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
も
重
要
な
こ
と
は
、
た
と
え
一
時
的
に
ワ
ズ
ィ
ー
ル
の
権
限
が
制
約
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、

そ
れ
に
よ
っ
て
ワ
ズ
ィ
ー
ル
職
そ
の
も
の
が
現
実
的
機
能
を
失
い
、
虚
酸
化
し
て
し
ま
う
こ
と
も
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、

ス
ィ
ヅ
ト
・
ア
ル
・
ム
ル
ク
や
ム
ス
タ
ソ
ス
ィ
ル
の
母
后
の
デ
ィ
ー
ワ
ー
ソ
の
長
官
は
、
ワ
ズ
ィ
ー
ル
を
し
の
ぐ
権
勢
を
有
し
は
し
た
が
、
そ

れ
ら
の
私
的
家
政
機
関
が
ワ
ズ
ィ
ー
ル
職
に
か
わ
る
永
続
的
機
関
と
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ジ
ャ
ル
ジ
ャ
ラ
ー
イ
ー
、
ヤ
ー
ズ
ー
リ
ー
の
例

を
み
て
も
わ
か
る
と
お
り
、
ワ
ズ
ィ
ー
ル
職
の
弱
体
の
時
期
は
、
む
し
ろ
新
た
に
有
力
な
ワ
ズ
ィ
ー
ル
が
出
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
終
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
察
実
上
国
家
機
能
の
麻
痺
し
て
し
ま
っ
た
混
乱
期
は
別
と
し
て
も
、
前
半
期
を
通
じ
て
ワ
ズ
ィ
！
ル
職
は
、
中
央
行

政
を
統
轄
す
る
う
え
で
客
観
的
に
不
可
欠
な
、
唯
一
の
永
続
的
機
関
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
そ
れ
で
は
前
半
期
に
お
け
る
ワ
ズ
ィ
ー
ル
職
に
は
ど
の
よ
う
な
共
通
し
た
特
恵
や
性
格
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
次
節
で
は
そ
れ
を
ワ

ズ
ィ
ー
ル
の
経
歴
面
か
ら
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
①
軸
帥
守
”
℃
．
ω
。
。
勤
蜜
ξ
2
。
沼
貴
℃
．
紹
嚇
H
け
鉱
、
器
」
押
や
b
。
り
。
。
嚇
鰹
鐸
即
サ
押
唱
。
　

④
H
葺
．
帥
撃
押
や
N
b
。
ヨ
際
鐸
夢
H
押
℃
■
9

　
爵
ρ
固
H
サ
℃
や
9
b
。
。
。
舟
ω
帽
楼
帥
軒
圃
讐
目
H
㌧
℃
■
8
ご
着
信
び
ダ
囲
H
H
輸
や
蒔
。
。
。
。
嚇
H
齢
錠
斜

　
や
H
り
。

②
　
鎖
切
。
げ
①
同
讐
㍉
偽
罎
勲
℃
や
鉛
ふ
一
叫
蔭
巴
臨
酵
帥
P
＜
鮒
や
ま
旧
回
章
貯
2
℃
■
お
嚇

　
ρ
巴
騨
巳
巴
u
℃
。
ω
ゆ
．

③
麟
。
。
。
｝
蕎
鱗
茎
p
℃
や
紹
ふ
。
う
｝
鍔
ξ
霧
ω
貫
喝
や
蕊
－
曾
疹
＃
9
ダ
員
℃
や

　
萌
一
①
脚
開
獣
．
帥
伊
押
娼
娼
・
ド
心
《
H
海
①
l
S
七
一
み
ハ
三
年
臼
巳
ソ
ρ
霞
銭
β
月
（
九
七
三
年
）
、

　
キ
ッ
リ
ス
と
．
d
ω
謀
隔
σ
・
巴
－
輯
器
p
⇒
に
「
地
租
、
財
政
収
入
全
般
、
経
済
検
察

　
鴬
ω
σ
9
、
港
の
関
税
・
。
自
筆
鴬
一
、
十
分
遅
一
心
、
人
頭
税
、
寄
進
財
産
昌
σ
9
1
ω
、

　
編
続
財
産
二
八
毛
帥
昌
陛
、
警
察
、
お
よ
び
エ
ジ
プ
ト
と
他
の
全
地
方
で
そ
れ
ら
に

　
㎜
面
す
る
す
べ
て
」
が
委
ね
ら
れ
た
。

⑤
　
ア
ズ
ィ
ー
ズ
庁
は
カ
リ
フ
膠
ア
ズ
ィ
ー
ズ
個
人
に
か
か
わ
る
家
政
機
関
と
思
わ

　
れ
る
が
、
実
態
は
不
明
。
軍
務
庁
は
軍
馬
や
兵
員
の
管
理
お
よ
び
兵
員
の
俸
給
を

　
あ
つ
か
っ
た
（
降
覧
気
骨
”
押
℃
や
き
ゲ
b
。
闘
m
β
σ
ざ
鴇
押
℃
や
魅
卜
。
占
）
。
文
書
庁

　
は
傷
プ
舜
P
鉱
貞
霧
ρ
隔
跨
ま
た
は
臼
ぞ
胃
回
P
ゲ
ヨ
巴
命
貯
げ
鋒
と
も
い
わ
れ
、
地

　
方
や
外
国
か
ら
中
央
政
府
に
送
ら
れ
て
く
る
文
書
、
通
儒
を
処
理
し
、
中
央
か
ら

　
繊
さ
れ
る
文
欝
を
作
成
す
る
機
閨
（
悸
＃
暮
噛
H
℃
や
偽
O
梓
0
賃
σ
ダ
目
押
上
℃
■
お
O

　
凸
嚇
H
σ
口
巴
幽
還
舜
芦
◎
魯
｝
蕊
起
§
電
§
ミ
曳
ゑ
窺
、
舞
（
o
α
9
）
．
乏
剛
切
㊤
ど
暮
層

　
O
鉱
δ
搭
O
伊
た
だ
し
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
入
手
で
き
な
か
っ
た
の
で
仏
訳
を
利
用

　
し
た
。
鵠
．
環
⇔
。
。
温
冒
（
璽
）
．
H
σ
貰
厳
－
O
欝
胃
p
拶
O
o
山
。
鳥
㊦
国
Ω
配
当
8
H
δ
ユ
。

　
鳥
、
晦
欝
豆
艶
謹
9
区
押
℃
や
Φ
？
誌
O
）
。
税
務
庁
と
財
務
庁
の
関
係
は
よ
く
わ
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エジプトにおけるファーティマ朝前半期のワズづ一ル職（蒐原）

　
か
ら
な
い
。
前
者
は
後
者
の
都
局
か
（
o
h
・
蔭
＃
ρ
腹
囲
も
℃
・
お
O
高
嚇
碧
竃
y
匿
押

　
需
．
お
ω
占
）
。
独
占
収
益
庁
は
諸
β
陽
鎧
重
賞
罫
§
§
ミ
ー
嘗
ぎ
い
・
需
・
8
？
刈

　
に
よ
る
と
、
み
欲
う
ば
ん
、
天
然
炭
酸
ソ
ー
ダ
の
採
掘
お
よ
び
販
売
、
カ
リ
フ
の

　
所
有
で
あ
る
都
市
の
賃
貸
店
舗
、
倉
庫
、
か
ま
ど
、
浴
場
な
ど
の
国
家
独
占
の
収

　
益
を
あ
つ
か
っ
た
と
し
て
い
る
（
o
断
．
碧
び
督
H
H
押
や
お
⑦
）
。

　
　
衣
料
庫
は
宣
旨
価
な
織
物
や
カ
リ
フ
の
衣
服
、
宝
物
庫
は
金
や
宝
石
、
飲
料
庫
は

　
飲
料
、
薬
贔
、
香
料
等
を
管
理
し
た
（
碧
9
．
回
H
H
閣
筆
■
疇
？
。
。
）
。
文
書
庫
は

　
覗
β
σ
ザ
の
リ
ス
ト
中
に
な
い
が
、
政
府
や
宮
廷
関
係
の
種
肉
の
記
録
簿
α
ゆ
津
賃

　
を
保
管
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

⑥
国
ω
。
冨
押
㍉
§
砺
噛
℃
℃
，
0
。
。
1
り
…
ρ
p
言
巳
。
。
圃
噛
℃
』
ご
H
駐
9
1
冨
”
や
b
。
ど
H
臨
．
習
層

　
押
娼
．
b
o
Φ
b
o
…
蔭
＃
P
紗
H
H
．
唱
．
①
旧
N
騨
訪
製
℃
．
ω
Q
Q
旧
陛
節
目
置
内
帥
旨
噂
　
く
押
　
℃
・
ω
一
…

　
網
㊤
ザ
嘱
帥
魑
℃
や
’
b
σ
O
①
一
同
■

⑦
本
稿
八
九
頁
。
軸
帥
津
’
℃
■
膳
ρ

⑧
掴
餅
守
”
や
。
。
ゆ
…
日
動
母
ρ
噛
や
障
い
⇒
試
、
習
匂
H
噂
娼
や
N
8
る
鴇
｝
疹
甚
，
妙
層
H
固
、

　
℃
℃
．
9
b
o
Q
O
駆
“
ブ
自
炭
団
P
ω
u
o
P
斜
℃
。
㎝
b
3
・

⑨
H
瞥
貯
ρ
や
ω
O
…
o
臨
。
寓
ぽ
餅
蓋
”
や
ω
①
・

⑩
帥
甲
寓
島
辺
霞
a
ミ
毒
富
山
ミ
ミ
ら
ミ
§
議
皆
隔
（
。
ε
竃
。
、
｝
甑
巴
わ
巴
ぎ

　
O
㊤
酵
O
一
諾
り
G
◎
誕
こ
℃
℃
■
ゆ
一
い
沁
ρ

⑫
客
〉
．
Q
。
ご
ぎ
戸
掬
N
§
§
ミ
§
喚
随
郵
⇔
N
と
点
O
題
噛
9
目
げ
地
鳥
。
q
巴
り
刈
◎

　
や
N
O
O
に
は
「
ワ
ー
ス
ィ
タ
が
軍
隊
の
監
督
を
委
ね
ら
れ
た
場
合
、
ワ
ズ
ィ
ー
ル

　
の
地
位
を
与
え
ら
れ
た
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
誤
ち
で
あ
る
。

⑫
自
象
禽
智
、
h
鎧
げ
9
巴
句
誌
鋒
（
H
陽
鋒
ρ
℃
巳
ω
O
叫
自
身
℃
■
曾
）
…
、
跨
冒
げ
凸

　
｝
即
、
h
ρ
目
ヴ
■
周
ρ
嵩
気
骨
（
同
簿
一
．
，
罫
H
H
り
℃
．
H
同
O
吻
憎
・
H
日
露
）
…
．
諺
一
昌
旨
帥
H
げ
■
ン
旨
口
骨
ρ
一

　
ヨ
旨
P
α
（
目
け
鉱
、
帥
撃
H
押
℃
■
陣
b
の
G
◎
㎞
疹
＃
脚
r
山
下
℃
．
G
Q
α
幽
）
…
レ
旨
O
ω
騨
σ
■
欝
ゲ
出
ρ
q
α
碧
回

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O

　
（
目
け
諜
．
帥
咽
噛
固
押
℃
’
日
b
Ω
Φ
廟
際
鐸
9
地
先
℃
■
ω
G
臼
心
）
…
ン
時
p
⊃
の
．
鈎
α
σ
．
帰
帥
ぽ
犀
ρ
型
♂
く
螢
N
N
陣
一
回

　
（
H
離
一
、
帥
咽
璽
一
汗
℃
噸
H
ω
熱
⊃
…
℃
¶
H
ら
◎
⑦
）
嚇
巴
－
綴
p
ω
騨
⇒
び
凸
0
躰
凱
骨
巴
－
上
口
N
σ
9
1
二
（
U
伊
≦
餌
－

　
鳥
9
1
同
一
℃
℃
「
く
◎
b
⊃
O
嚇
℃
■
Q
◎
N
一
）
●

⑬
。
捗
困
葺
、
欝
㌧
H
押
℃
■
ρ
竃
曙
器
ω
賀
娼
’
綬
’

⑭
鍔
愛
器
鋸
び
や
繍
誤
診
．
器
層
H
押
憲
．
二
占
ω
叫
く
昌
温
’
電
・
卜
。
参
b
。
ホ
…

　
ρ
ρ
一
言
昌
一
q
o
同
曽
℃
℃
「
蒔
ρ
幽
c
Q
I
ρ

⑮
ρ
9
・
団
巳
ω
酬
冨
』
9
鰹
ふ
…
諺
碁
勢
H
メ
℃
．
ホ
．

⑩
H
釜
、
貴
員
憲
．
b
。
？
9
冨
愚
心
ω
聲
℃
』
9
ρ
p
。
冨
三
の
押
唱
』
切
■

⑰
誹
ま
げ
凸
H
ぴ
轟
ぽ
β
ρ
隆
隆
帥
臥
層
三
国
霧
塁
浮
び
剛
月
帥
三
隅
騨
学
≦
9
。
N
録
p

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O

　
H
び
コ
》
σ
一
餌
ワ
ω
帥
団
団
坤
仙
〔
几
弟
、
H
σ
口
㊤
甲
薄
口
門
島
鳶
口
ρ
．
一
q
げ
．
．
H
ω
帥
σ
．
匿
騨
ω
叶
口
議
幹

⑱
本
稿
八
九
頁
。

⑲
囲
銭
．
欝
層
H
H
層
や
。
。
合
9
く
昌
愚
”
喝
や
b
。
c
。
O
I
O
ら
。
．

⑳
愚
巴
”
軍
団
と
解
釈
し
た
の
は
、
ω
閤
一
五
年
ク
タ
ー
マ
軍
務
盆
画
毛
警
ρ
〒

　
閑
暮
騨
ヨ
嘗
《
冒
の
監
督
権
が
ワ
ッ
ザ
ー
ン
か
ら
扇
島
、
心
9
ー
ロ
に
移
っ
た
と
き
、
ミ
ッ

　
ダ
ー
ド
は
こ
の
デ
ィ
ー
ワ
ー
ソ
の
財
務
に
巴
－
》
塁
ロ
官
と
帥
㍗
閃
舘
団
甘
を
任
用

　
し
た
。
．
．
け
島
巳
凱
ヨ
ρ
象
巽
帥
鵠
鉱
痺
暮
色
ヨ
貯
団
営
日
ぎ
鉱
山
旨
縛
帯
ρ
日
い
ρ
7

　
寓
¢
切
肖
〔
ン
囲
p
ω
．
口
α
げ
・
同
門
プ
写
〕
ρ
7
≦
P
N
N
9
5
二
殉
築
㊤
目
庫
O
α
9
餌
で
轟
ρ
四
ρ
目
h
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鐸
｛
即
ワ
哨
ゆ
嵩
帥
H
属
p
や
団
ρ
プ
ロ
鳥
一
2
D
で
ぞ
帥
ゆ
9

　
謎
く
帥
鄭
帥
咽
ρ
目
ρ
げ
鐸
箋
餌
躊
ρ
量
H
唖
賊
、
融
㍗
財
一
零
ρ
h
一
㊤
甲
峠
ρ
芝
ρ
一
、
訪
P
団
団
帥
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．
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貫
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押
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文
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．
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安
登
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．
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ら
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に
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タ
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マ

　
軍
団
を
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。
②
四
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八
年
の
ジ
ャ
ル
ジ
ャ
ラ
ー
イ
ー
の
ワ
ズ
ィ
ー
ル
任
命
文
書
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に
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諸
軍
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の
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α
ρ
乱
ρ
と
表
現
し
て
い
る
（
艀
亀
賓
帥
r

　
§
ミ
勘
．
3
や
℃
”
ド
ω
メ
Q
◎
一
り
…
ρ
僻
｝
帥
野
尻
一
”
℃
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．
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①
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ρ
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い
う
寛
官
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ね
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れ
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掛
合
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．
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廿
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収
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℃
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設
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た
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五
二
．
ぎ
巴
あ
塁
唄
建
9
は
ス
ィ
ッ
ト
・
ア
ル
・
ム
ル

　
ク
の
私
的
家
政
甘
煮
。

⑳
犀
ユ
、
貴
」
H
押
や
お
①
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．
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．
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－
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．
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。
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⑮
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．
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℃
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司
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．
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．
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⇔
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。
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℃
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①
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℃
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℃
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⑳
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℃
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．
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①
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⑳
　
ユ
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ザ
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ル
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は
彼
が
ザ
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ヒ
ル
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売
っ
た
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人
女
奴
隷
で
あ
る
。
ム
ス
タ
ン

　
ス
ィ
ル
の
即
位
後
、
母
后
は
サ
ア
ド
を
側
近
に
し
て
高
い
地
位
に
つ
け
た
が
、
ジ

　
ャ
ル
ジ
ャ
ラ
ー
イ
ー
の
存
命
中
は
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サ
ア
ド
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彼
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恐
れ
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い
て
い
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℃
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．
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①
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．
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．
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．
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搾
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℃
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⑳
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史
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℃
．
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．
農
’
鐸
℃
緊
お
9
卜
。
8
…
ッ
含
罵
p
ω
ω
舞

　
勺
や
b
∂
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℃
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．
℃
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．
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℃
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ω
ω
霞
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．
⑩
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い
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．
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司
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．
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⑳
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。
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物
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収
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独
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潔
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。
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．
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℃
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℃
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蜜
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℃
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①
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司
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。

　
9
鼠
ロ
口
器
雷
眞
や
ト
。
○
。
．

⑯
た
と
え
ば
H
蓬
、
貫
螢
窓
．
・
。
①
。
。
層
蛇
O
…
ン
旨
）
、
9
。
。
ω
貰
竈
」
全
嗣
参
照
。

⑲
　
崇
江
．
帥
伊
H
目
噛
や
ト
。
①
卜
。
一
影
回
貫
ダ
H
曹
℃
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．
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。
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受
け
た
と
き
は
、
ア
ッ
カ
を
支
配
し
て
い
た
（
ρ
沼
田
コ
凶
ω
押
唱
唱
．
Φ
プ

　
。
。
…
蔭
鐸
p
寸
担
℃
．
ω
。
。
ご
岸
鉱
、
器
腎
H
押
℃
℃
。
ま
。
。
璽
b
⊃
鳶
…
H
静
山
円
2
や
沼
”

　
ン
含
冨
沼
胃
℃
唱
．
。
。
O
…
撮
圏
四
嵩
凶
H
邸
戸
H
囲
讐
や
欝
O
）
。

⑯
騒
尊
昇
担
℃
．
G
。
。
。
b
。
…
羅
ξ
霧
ω
貫
℃
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登
や
㎝
①
■

　
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
朝
前
半
期
の
ワ
ズ
ィ
ー
ル
の
経
歴
を
調
べ
る
と
、
そ
の
多
く
が
文
民
官
僚
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
（
表
を
参
照
）
。
こ

れ
は
前
半
期
の
ワ
ズ
ィ
ー
ル
職
の
特
徴
で
、
後
半
期
の
ワ
ズ
ィ
ー
ル
が
す
べ
て
軍
人
出
身
で
あ
っ
た
の
と
は
著
し
い
対
照
を
な
す
。

　
文
民
官
僚
の
中
で
ワ
ズ
ィ
ー
ル
へ
の
上
昇
コ
ー
ス
が
よ
く
わ
か
る
の
は
、
カ
リ
フ
ー
ザ
ー
ヒ
ル
時
代
の
鼠
。
路
び
●
心
入
畑
二
言
、
ジ
ャ
ル
ジ

ャ
ラ
ー
イ
ー
、
ム
ス
タ
ソ
ス
ィ
ル
時
代
の
サ
ー
イ
ド
・
ビ
ソ
・
マ
ス
ウ
ー
ド
で
あ
る
。
他
は
ワ
ズ
ィ
ー
ル
就
任
の
一
段
階
あ
る
い
は
せ
い
ぜ
い

二
段
階
前
の
役
職
が
確
認
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
者
の
経
歴
も
前
記
三
人
と
さ
ほ
ど
異
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
て
み
る
と
、
前
半

期
の
ワ
ズ
ィ
！
ル
の
大
部
分
は
、
地
方
や
中
央
で
官
僚
と
し
て
の
訓
練
を
つ
み
な
が
ら
累
進
し
、
中
央
官
庁
の
長
官
を
経
て
ワ
ズ
ィ
ー
ル
に
就
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任
し
た
職
業
的
専
門
官
僚
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
集
権
化
さ
れ
て
業
務
の
複
雑
化
し
た
中
央
行
政
府
の
統
轄
者
に
み
あ

う
、
熟
練
し
た
技
術
や
能
力
が
要
求
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
彼
ら
の
う
ち
で
も
特
に
多
い
の
が
財
務
官
僚
で
あ
り
、
中
央
政
府
の
業
務
に
お
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

る
財
務
の
比
重
の
大
き
さ
を
示
し
て
い
る
。
ア
ズ
ィ
ー
ズ
時
代
の
キ
ッ
リ
ス
や
H
9
譲
昏
乱
鋒
は
、
征
服
直
後
の
統
治
体
制
確
立
期
に
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

て
、
前
王
朝
で
す
で
に
能
力
証
明
済
み
の
官
僚
と
し
て
財
務
監
督
に
登
用
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
他
徴
税
官
は
言
う
に
及
ば
ず
、
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

リ
ア
庁
、
税
務
庁
、
支
出
庁
、
軍
務
庁
、
國
庫
、
軍
団
の
監
察
、
い
ず
れ
も
財
務
宜
庁
ま
た
は
財
務
関
係
機
関
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
前
期
に
お
い
て
も
、
少
数
な
が
ら
軍
人
出
身
の
ワ
ズ
ィ
ー
ル
が
存
在
す
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
後
期
の
ワ
ズ
ィ
ー

ル
が
、
率
い
る
軍
団
の
実
力
を
背
景
に
、
と
き
に
は
武
力
闘
争
に
よ
っ
て
ワ
ズ
ィ
ー
ル
位
に
つ
き
、
「
剣
の
ワ
ズ
ィ
ー
ル
≦
露
ぱ
忌
地
」
と
呼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

ば
れ
て
大
き
な
権
力
と
特
励
の
地
位
を
有
し
た
の
と
は
異
な
り
、
前
期
の
場
合
は
、
軍
人
出
身
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
特
別
の
地
位
、
権
力
を

有
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
最
高
司
令
官
ρ
倒
、
置
巴
ゐ
g
上
毛
践
の
称
号
を
有
す
る
軍
人
ワ
ー
ス
ィ
タ
胡
巴
普
σ
・
．
》
冒
巴
肉
欝
薮
覧
が
免
職
さ

れ
る
と
、
　
「
彼
の
か
わ
り
に
キ
リ
ス
ト
教
徒
書
記
イ
ブ
ン
・
ア
ブ
ド
ゥ
ー
ン
が
任
命
さ
れ
た
。
彼
は
サ
ー
リ
フ
同
様
ハ
ー
キ
ム
に
か
わ
っ
て
の

（
文
書
へ
の
）
書
き
入
れ
を
し
、
　
ま
た
サ
ー
リ
フ
の
つ
と
め
て
い
た
監
督
に
携
わ
っ
た
」
（
犀
賦
、
習
”
揖
や
。
。
一
）
と
あ
る
よ
う
に
、
　
ワ
ー
ス
ィ
タ

（
ワ
ズ
ィ
ー
ル
）
と
し
て
の
基
本
的
役
割
は
、
軍
人
出
身
者
も
文
宮
出
身
者
と
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
軍
人
の
ワ
ズ
ィ
…

ル
の
場
合
、
必
ず
し
も
複
雑
な
財
務
や
書
記
術
に
長
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
か
、
し
か
る
べ
き
補
佐
の
任
命
さ
れ
て
い
る
例
が
認
め
ら

れ
る
。
イ
ブ
ソ
・
ア
ン
マ
ー
ル
は
b
び
口
、
諺
び
負
諺
頃
9
一
げ
斜
r
9
勲
芝
噸
一
賦
に
文
書
の
口
述
筆
記
を
さ
せ
、
訴
願
書
受
理
お
よ
び
訴
願
に
対
す
る
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

府
命
令
の
書
き
入
れ
に
つ
い
て
、
彼
を
代
理
に
任
じ
て
い
る
。
こ
の
マ
ウ
ス
ィ
リ
ー
は
文
書
庁
の
書
記
で
あ
る
。
フ
サ
イ
ン
・
ビ
ソ
・
ジ
ャ
ウ

ハ
ル
と
と
も
に
ワ
ー
ス
ィ
タ
に
任
命
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
徒
書
記
舅
㊤
げ
餌
ぴ
．
囲
ぴ
鼠
要
旨
も
、
フ
サ
イ
ン
の
補
佐
と
し
て
訴
願
書
へ
の
命
令
の

書
き
入
れ
を
し
て
い
る
。
そ
し
て
フ
ァ
フ
ド
が
処
刑
さ
れ
る
と
、
か
わ
り
に
．
》
目
ぴ
・
、
¢
ヨ
鑓
巴
－
．
諺
ロ
劉
ω
が
補
佐
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

彼
は
ア
ズ
ィ
ー
ズ
時
代
に
、
ワ
ー
ス
ィ
タ
と
し
て
主
と
し
て
財
務
を
委
ね
ら
れ
た
人
物
で
あ
る
。

　
ワ
ズ
ィ
ー
ル
の
経
歴
に
み
ら
れ
る
第
二
の
特
微
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
宮
僚
の
存
在
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
キ
リ
ス
ト
教
徒
官
僚
は
、
フ
ァ
ー
テ
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エジプトにおけるファーティマ朝前半期のワズィール職（菟原）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

イ
マ
朝
に
限
ら
ず
中
世
イ
ス
ラ
ム
世
界
の
諸
国
家
に
お
い
て
、
そ
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
朝
前
期
に
お
け
る
キ
リ
ス

ト
教
徒
の
ワ
ー
ス
ィ
タ
の
存
在
は
、
実
は
こ
の
王
朝
の
前
期
と
後
期
の
ワ
ズ
ィ
ー
ル
職
の
性
格
の
ち
が
い
を
裏
づ
け
る
て
が
か
り
と
な
る
も
の

な
の
で
・
三
」
で
そ
の
峯
を
し
て
お
き
た
い
・
ま
ず
ム
ヤ
・
サ
ル
の
年
代
記
（
電
る
。
。
－
⑩
）
に
そ
れ
’
蟹
袈
に
示
す
記
述
が
み
え
⑱
事
件
は

後
期
に
属
す
る
が
、
カ
リ
フ
“
ハ
ー
フ
ィ
ズ
（
在
位
五
二
四
－
五
四
四
／
一
丁
ニ
O
i
＝
四
九
年
）
の
二
人
の
息
子
¢
曙
侮
錠
塑
と
如
智
嚢
の
対

立
に
よ
る
内
乱
が
一
段
落
し
た
五
二
九
年
甘
臼
澄
倒
畷
月
（
一
＝
二
五
年
四
月
）
、
ハ
ー
フ
ィ
ズ
は
下
エ
ジ
プ
ト
の
ア
ル
・
ガ
ル
ビ
ー
や
総
督
の

ア
ル
メ
ニ
ア
人
軍
団
長
切
餌
貯
似
鑓
を
ワ
ズ
ィ
ー
ル
職
に
任
じ
た
。
そ
し
て
彼
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
イ
ス
ラ
ム
の
剣
、

諸
君
主
の
王
冠
（
ω
節
録
轡
＝
ω
釜
日
酔
9
1
㎞
巴
－
白
鉦
巳
ハ
こ
の
称
号
を
授
け
た
。
こ
の
カ
リ
フ
の
処
置
に
対
し
て
側
近
は
誰
も
賛
同
し
な
か
っ
た
。

そ
の
理
由
は
、
ω
彼
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ム
ス
リ
ム
は
彼
を
受
け
い
れ
な
い
。
②
祝
祭
聞
に
カ
リ
ブ
が
説
教
蔭
岳
ぴ
2
を

読
み
あ
げ
る
と
き
、
ワ
ズ
ィ
ー
ル
は
カ
リ
フ
と
共
に
説
教
壇
に
登
り
、
カ
リ
フ
と
人
々
を
へ
だ
て
る
幕
を
閉
じ
る
と
い
う
役
割
を
勤
め
る
（
し

た
が
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
）
。
㈲
．
ハ
ド
ル
・
ア
ル
・
ジ
ャ
マ
ー
リ
…
以
来
、
カ
ー
デ
ィ
ー
は
ワ
ズ
ィ
ー
ル
の
代
理
で
あ
る
。
そ

の
こ
と
は
地
方
へ
送
達
さ
れ
る
公
文
書
や
婚
姻
証
書
に
も
記
さ
れ
る
（
し
た
が
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
）
。
以
上
の
三
点
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
カ
リ
フ
は
「
説
教
壇
に
あ
が
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
司
法
長
官
を
彼
の
代
理
に
任
命
し
、
司
法
関
係
の
公
文
書
に
つ
い
て
は
、

パ
ド
ル
以
前
の
よ
う
に
、
カ
ー
デ
ィ
ー
が
ワ
ズ
ィ
ー
ル
の
代
理
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
記
す
必
要
は
な
い
」
と
し
て
、
彼
を
ワ
ズ
ィ
ー
ル
位
に

つ
け
た
。

　
と
こ
ろ
で
前
期
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
官
僚
の
ワ
ー
ス
ィ
タ
へ
の
任
命
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
な
問
題
は
生
じ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
ワ
ズ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

イ
ー
ル
の
基
本
的
役
割
は
行
政
実
務
の
分
野
に
あ
り
、
宗
教
典
礼
上
の
勤
め
や
司
法
は
、
ワ
ズ
ィ
ー
ル
の
管
掌
外
の
こ
と
が
ら
と
み
な
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
事
実
、
前
期
の
ワ
ズ
ィ
ー
ル
、
ジ
ャ
ル
ジ
ャ
ラ
ー
イ
ー
の
任
命
文
書
に
は
、
司
法
や
宣
教
に
関
す
る
特
別
の
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

限
は
何
ら
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
マ
ク
リ
ー
ズ
ィ
ー
に
よ
る
と
、

　
　
ワ
ズ
ィ
ー
ル
が
軍
人
で
あ
っ
た
時
期
に
は
（
肌
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
朝
後
半
期
に
は
）
、
彼
は
司
法
を
代
理
の
者
に
委
ね
た
。
こ
の
こ
と
は
パ
ド
ル
・
ア
ル
・
ジ
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ヤ
マ
ー
リ
ー
の
時
代
か
ら
始
ま
っ
た
。
カ
リ
フ
が
独
立
し
て
い
た
時
期
に
は
（
1
ー
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
朝
前
半
期
に
は
）
カ
リ
フ
は
司
法
を
司
法
長
官
に
委
ね

　
　
た
（
霞
搾
暮
”
押
や
戯
O
q
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

と
あ
る
。
事
情
は
宣
教
に
関
し
て
も
同
じ
で
、
要
す
る
に
後
期
に
お
い
て
は
、
司
法
長
官
も
宜
教
長
官
も
ワ
ズ
ィ
ー
ル
の
代
理
で
あ
り
、
彼
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

の
任
命
権
も
ワ
ズ
ィ
ー
ル
が
握
っ
た
の
に
対
し
、
前
期
に
お
い
て
は
、
キ
ッ
リ
ス
や
ヤ
ー
ズ
ー
リ
ー
の
よ
う
な
例
外
は
あ
っ
た
に
し
て
も
、
原

則
的
に
、
ワ
ズ
ィ
ー
ル
は
司
法
や
宣
教
に
つ
い
て
の
権
限
を
有
さ
な
か
っ
た
。

　
以
上
経
歴
面
か
ら
の
考
察
に
よ
っ
て
、
前
半
期
の
ワ
ズ
ィ
ー
ル
職
の
大
部
分
が
文
民
の
職
業
的
専
門
官
僚
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
、
そ
の
管
掌

範
囲
も
、
原
則
と
し
て
、
行
政
の
分
野
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
こ
で
次
節
で
は
ワ
ズ
ィ
ー
ル
の
職
掌
に
つ
い
て
検
討
し
、

彼
ら
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
機
能
を
は
た
し
て
い
た
の
か
を
み
て
み
よ
う
。

①
本
稿
第
三
節
参
照
。

②
フ
ラ
ー
ト
は
エ
ジ
プ
ト
征
服
軍
司
令
官
闘
p
二
、
プ
ρ
同
に
よ
っ
て
財
務
総
監
督
に
任

　
じ
ら
れ
て
い
る
（
三
六
一
／
九
七
一
…
二
年
）
。
営
農
噂
や
b
。
O
…
揮
鉱
．
器
層
押
℃
．

　
お
O
．
カ
リ
フ
開
ム
イ
ッ
ズ
の
カ
イ
ロ
入
城
は
三
六
二
年
鎚
ヨ
a
曾
月
（
九
七
三

　
年
六
月
）
。
網
ρ
ザ
望
帥
噛
噂
凸
↑
薩
二
軸
聾
ゆ
が
℃
．
卜
δ
㎝
…
H
商
圏
．
2
1
磐
H
層
℃
，
H
ω
蒔
・

③
本
稿
七
四
、
七
八
、
九
～
頁
。

④
睡
＃
碁
層
H
層
や
註
9

⑤
H
窪
、
器
、
H
押
や
2
置
尾
p
G
。
。
・
胃
噛
や
緯
，

⑥
O
D
ξ
口
出
H
押
や
悼
G
。
b
。
．

⑦
H
伸
賦
、
帥
咽
層
囲
H
讐
唱
ワ
ト
。
ρ
濠
…
鼠
受
霧
。
。
餌
「
”
膨
ま
…
疹
＃
p
寸
H
H
層
℃
や
滋
－
嵩
噛

　
卜
。
。
。
釦
よ
…
木
稿
八
九
頁
。

⑧
｝
ω
．
8
二
算
o
p
§
馬
O
ミ
慧
仇
§
蕊
き
亀
憶
三
韓
ミ
器
N
馬
ミ
の
繋
ミ
ミ
恥
噛
い
。
亭
，

　
α
o
昌
お
ω
O
（
一
白
O
）
噛
や
伊
。
。
鵠
●

⑨
　
o
憾
窯
．
O
雪
碧
鼻
Q
嵩
く
剛
N
貯
。
財
撤
餓
窪
帥
一
．
魯
o
ρ
器
欲
覚
範
障
P
送
鰭
9

　
メ
H
H
（
お
総
）
”
℃
や
雪
1
㊤
ρ

⑩
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
朝
で
は
祝
祭
に
と
も
な
う
儀
式
典
礼
は
整
然
と
確
立
し
た
年
中

　
行
事
で
あ
り
、
後
期
の
ワ
ズ
ィ
ー
ル
は
そ
の
中
で
重
要
な
役
製
を
勤
め
た
。

　
O
ρ
轟
葭
P
　
い
o
o
曾
0
旨
。
免
囚
　
｛
p
鼠
ヨ
搾
。
簿
　
一
Φ
o
曾
0
白
。
乱
既
び
団
N
帥
二
一
P

　
し
d
§
§
、
画
§
、
メ
×
困
（
一
8
ド
）
噂
や
Q
。
㊤
①
瞼
∴
O
昏
霞
ρ
び
p
冒
0
8
ω
鉱
8
α
ロ

　
き
薯
。
一
雪
。
げ
①
N
一
㊦
ω
凋
四
目
日
置
。
ω
㌧
』
N
肉
9
区
（
お
認
）
、
℃
や
。
。
O
軒
Φ
。
。
・

⑭
本
稿
八
五
頁
。

⑫
こ
れ
に
対
し
て
、
後
期
の
カ
リ
フ
κ
フ
ァ
ー
イ
ズ
（
在
位
五
四
九
－
五
五
五
／

　
｝
一
五
四
一
…
　
六
〇
年
）
の
ワ
ズ
ィ
ー
ル
噂
p
邸
、
一
．
聲
切
戸
匿
慧
岸
（
在
レ
仕
五
四

　
九
年
轟
三
、
H
月
－
五
五
六
年
話
日
践
帥
切
月
／
一
一
五
四
年
六
月
－
一
一
六
一

　
年
九
月
）
の
任
命
文
書
に
は
「
汝
に
カ
リ
フ
の
軍
隊
の
指
揮
権
、
カ
ー
デ
ィ
ー
の

　
保
護
と
ダ
ー
イ
ー
の
指
導
、
お
よ
び
彼
ら
に
委
ね
ら
れ
る
祈
麟
、
説
教
、
ま
た

　
（
國
家
に
）
従
う
支
持
者
た
ち
の
導
ぎ
に
つ
い
て
の
統
御
を
委
ね
る
」
と
明
記
さ

　
れ
て
い
る
。
（
際
9
畷
唄
巴
層
登
ミ
詠
、
3
や
鷲
①
…
Q
Q
遷
⇔
賞
’
H
が
や
b
。
＝
）
．

⑬
擦
㎞
欝
騨
押
℃
。
薩
P

、
⑭
　
太
コ
稿
七
〇
、
七
六
蒼
ハ
。
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エジプトにおけるファーティV朝前半期のワズィール職（苑原）

三
　
ワ
ズ
ィ
ー
ル
の
職
掌

　
前
半
期
に
実
際
に
書
か
れ
た
ワ
ズ
ィ
ー
ル
任
命
文
書
で
史
料
に
記
載
が
残
っ
て
い
る
の
は
、
筆
者
の
知
る
限
り
、
ジ
ャ
ル
ジ
ャ
ラ
ー
イ
ー
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

対
し
て
の
も
の
が
唯
一
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
ワ
ズ
ィ
：
ル
の
地
位
が
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
　
カ
リ
フ
は
汝
に
ワ
ズ
ィ
ー
ル
職
を
委
ね
る
。
汝
を
カ
リ
フ
と
カ
リ
フ
の
支
持
者
、
宣
教
の
援
助
者
、
地
方
総
督
、
諸
官
庁
の
書
記
官
、
そ
の
他
す
べ
て
の

　
　
瞳
民
と
の
問
の
仲
介
者
芝
㊤
ω
犀
に
任
じ
る
（
の
椰
ρ
｝
餌
昌
一
ω
押
　
唱
・
○
◎
μ
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ま
た
文
書
は
ワ
ズ
ィ
ー
ル
に
対
し
て
、
国
政
の
最
高
の
監
督
者
と
し
て
、
と
く
に
次
の
三
点
に
つ
い
て
注
意
を
促
す
。

　
ω
〔
軍
政
〕
諸
軍
団
蕊
魁
鳥
ρ
註
ρ
に
対
す
る
監
督
。
彼
ら
が
常
に
満
ち
足
り
て
規
律
正
し
い
健
全
な
状
態
に
あ
る
よ
う
に
、
最
大
の
注
意

を
は
ら
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
な
ぜ
な
ら
ば
彼
ら
は
イ
ス
ラ
ム
の
騎
兵
で
あ
り
、
人
類
の
砦
で
あ
り
、
カ
リ
フ
の
援
助
者
で
あ
る
か
ら
。

　
②
〔
民
政
〕
中
央
お
よ
び
諸
地
方
の
一
般
住
民
に
対
す
る
監
督
。
　
「
カ
リ
フ
は
汝
に
、
彼
ら
の
う
ち
で
善
い
統
治
が
為
さ
れ
て
い
る
か
、
監

視
す
る
こ
と
を
命
ず
。
」
住
民
は
不
当
に
取
扱
わ
れ
て
は
な
ら
ず
、
圧
欄
的
な
総
督
≦
多
気
に
は
解
任
を
命
じ
て
、
彼
に
よ
る
危
害
と
不
名
誉

を
た
ち
き
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
㈲
〔
財
政
〕
諸
官
庁
お
よ
び
諸
徴
税
区
に
お
け
る
財
務
監
督
官
巴
出
習
貯
霞
ゆ
巴
幽
日
芝
銚
に
つ
い
て
。
彼
ら
が
不
正
を
働
か
ぬ
よ
う
ワ

ズ
ィ
ー
ル
は
監
視
す
べ
き
で
あ
る
。
と
り
わ
け
官
吏
の
収
賄
に
は
気
を
つ
け
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
以
上
の
「
仲
介
者
」
と
し
て
の
機
能
お
よ
び
財
政
、
軍
政
、
民
政
に
お
け
る
監
督
は
、
カ
リ
フ
の
ワ
ズ
ィ
ー
ル
に
対
す
る
期
待
を
示
し
て
い

る
と
同
時
に
、
ワ
ズ
ィ
ー
ル
職
に
対
す
る
客
観
的
な
要
請
と
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
こ
れ
ら
の
要
請
に
対
し
て
、
実
際
に
ワ
ズ
ィ
ー

ル
が
ど
の
よ
う
に
機
能
し
、
ど
の
よ
う
な
職
務
を
担
当
し
た
か
、
以
下
順
次
考
察
を
す
す
め
る
。

　
「
仲
介
者
」
と
し
て
の
規
定
か
ら
は
、
ワ
ズ
ィ
ー
ル
の
職
掌
を
、
ワ
ズ
ィ
ー
ル
と
カ
リ
フ
の
関
係
お
よ
び
ワ
ズ
ィ
ー
ル
と
臣
民
と
の
関
係
で

把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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カ
リ
フ
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
ワ
ズ
ィ
ー
ル
は
第
一
に
カ
リ
フ
命
令
の
具
体
的
な
執
行
者
と
し
て
機
能
し
た
。
三
七
七
年
9
帥
巴
若
干
騨

月
（
九
八
八
年
三
－
四
月
）
、
フ
ス
タ
ー
ト
の
市
場
の
あ
る
商
人
が
殺
害
さ
れ
て
金
を
奪
わ
れ
た
。
フ
ス
タ
ー
ト
警
察
孚
、
甲
隆
霞
冨
巴
あ
¢
ゆ
9
1
長
官

の
配
下
塩
化
陽
β
は
、
商
人
た
ち
の
子
弟
や
そ
の
市
場
周
辺
に
住
む
者
を
逮
捕
し
た
。
こ
れ
に
対
し
人
々
は
、
ラ
シ
…
ク
自
身
が
犯
人
で
あ
る

と
非
難
し
、
カ
リ
フ
の
ア
ズ
ィ
ー
ズ
に
訴
願
し
た
。
ア
ズ
ィ
ー
ズ
は
ワ
ズ
ィ
ー
ル
の
キ
ッ
リ
ス
に
対
し
、
そ
の
事
件
を
よ
く
調
べ
、
国
家
の
こ

の
恥
辱
を
す
す
ぐ
こ
と
、
真
犯
人
に
復
讐
す
る
こ
と
、
警
察
に
は
神
を
恐
れ
る
正
し
い
入
物
を
任
命
す
る
こ
と
な
ど
の
指
示
を
訴
願
書
裏
面
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

書
き
入
れ
た
。
こ
の
指
示
を
受
け
て
ワ
ズ
ィ
ー
ル
は
ラ
シ
ー
ク
を
警
察
の
仕
事
か
ら
罷
免
し
た
。
史
料
に
は
、
ワ
ズ
ィ
ー
ル
が
こ
の
事
件
を
ど

の
よ
う
に
解
決
し
、
ラ
シ
ー
ク
の
後
任
に
誰
を
任
命
し
た
か
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
す
く
な
く
と
も
、
ワ
ズ
ィ
ー
ル
は
カ
リ
フ
の
い
く
ぶ
ん

抽
象
的
な
命
令
を
具
体
的
に
実
施
す
る
立
揚
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
し
た
事
例
は
他
に
も
あ
る
。
ハ
ー
キ
ム
は
街
頭
で
民
衆
か
ら
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

訴
願
を
受
け
る
と
、
そ
の
場
で
そ
の
訴
願
に
対
す
る
処
置
を
、
ワ
ズ
ィ
ー
ル
へ
の
指
令
書
と
し
て
従
僕
に
書
か
せ
た
。
ま
た
ゲ
ニ
ザ
文
書
中
に

み
い
だ
さ
れ
た
ム
ス
タ
ン
ス
ィ
ル
蒋
代
の
一
通
の
訴
願
書
に
は
、
ワ
ズ
ィ
ー
ル
、
ア
ブ
ー
・
ア
ル
・
バ
ラ
カ
…
ト
が
「
わ
が
主
（
駐
ム
ス
タ
ン
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

イ
ル
）
の
し
も
べ
（
ー
バ
ラ
カ
ー
ト
）
は
、
（
カ
リ
フ
か
ら
）
出
さ
れ
た
高
貴
な
命
令
に
従
っ
た
」
と
書
き
入
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
の
場
舎
に
も
、

ワ
ズ
ィ
ー
ル
は
カ
リ
フ
の
命
令
を
受
け
て
、
そ
れ
を
具
体
的
に
実
施
す
る
、
も
し
く
は
さ
ら
に
下
位
の
者
に
命
令
を
出
す
と
い
う
機
能
を
は
た

し
て
い
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
も
っ
と
も
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
お
い
て
、
常
に
ワ
ズ
ィ
ー
ル
が
カ
リ
フ
の
指
示
を
あ
お
い
だ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ワ
ズ
ィ
ー
ル
は
種
々
の
案

件
処
理
や
政
令
の
決
定
お
よ
び
実
施
に
あ
た
っ
て
、
カ
リ
フ
の
代
行
と
し
て
自
ら
の
権
限
で
裁
可
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
れ
を
示
す
も
の
と

し
て
、
ワ
ズ
ィ
ー
ル
が
カ
リ
フ
に
「
か
わ
っ
て
署
名
す
る
（
≦
即
ρ
ρ
斜
。
ρ
夢
口
）
」
と
い
う
行
為
が
あ
げ
ら
れ
る
。
文
書
へ
の
署
名
は
標
語
で
な
さ

れ
、
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
朝
カ
リ
フ
の
揚
合
、
そ
の
標
語
は
．
．
巴
壼
ρ
き
α
苧
＝
白
墨
σ
げ
巴
－
．
鍬
ρ
巳
営
、
、
（
雌
蕊
界
の
主
た
る
神
に
賛
奨
）
で
あ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

こ
れ
は
歴
代
カ
リ
フ
共
通
の
も
の
で
あ
っ
た
。
ワ
ズ
ィ
ー
ル
や
各
官
庁
官
吏
も
署
名
用
に
各
人
固
有
の
標
語
を
使
用
し
た
。
そ
こ
で
ワ
ズ
ィ
ー

ル
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、
、
匪
白
日
餌
目
げ
・
鍔
郎
＃
轡
溝
日
銭
は
ハ
ー
キ
ム
に
か
わ
っ
て
署
名
し
た
が
、
そ
の
際
の
標
語
は
、
．
巴
毒
ρ
ヨ
α
亭
瓢
鋒
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⑧

蜜
σ
げ
磐
賢
．
巴
ρ
露
ヨ
、
、
す
な
わ
ち
カ
リ
フ
の
標
語
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の
揚
合
、
ワ
ズ
ィ
ー
ル
は
カ
リ
フ
に
か
わ
っ
て
カ
リ
フ
の
署
名

を
し
た
わ
け
で
、
そ
の
点
ワ
ズ
ィ
ー
ル
は
単
な
る
代
筆
者
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
ワ
ヅ
ザ
ー

ン
（
叔
器
3
⇔
ぴ
．
’
6
母
貯
）
の
場
合
、
「
彼
の
ハ
ー
キ
ム
に
か
わ
っ
て
の
署
名
は
、
、
巴
喜
ρ
欝
畠
一
二
欝
プ
藝
孚
．
巴
欝
膝
－
ぼ
梓
旨
く
ρ
包
窺
冒
、
、
（
神
に
賛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

美
、
神
こ
そ
わ
が
信
頼
す
る
も
の
）
で
あ
っ
た
」
と
あ
る
か
ら
、
彼
は
カ
リ
フ
に
か
わ
っ
て
自
分
の
署
名
を
し
た
の
で
あ
り
、
カ
リ
フ
の
代
行
と

し
て
署
名
に
よ
る
最
終
裁
定
権
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
．
．
毛
ρ
ゆ
ρ
ρ
．
斜
、
、
に
は
、
文
書
に
「
命
令
を
書
き
入
れ
る
」
と
い
う
意
味

も
あ
る
。
例
を
示
そ
う
。
ワ
ー
ス
ィ
タ
職
が
フ
サ
イ
ン
・
ビ
ソ
・
ジ
ャ
ウ
ハ
ル
か
ら
ル
ー
ズ
バ
ー
リ
ー
に
移
る
と
、
　
「
ル
ー
ズ
バ
ー
リ
ー
は
宮

殿
内
の
フ
サ
イ
ン
の
（
以
前
の
）
席
に
つ
き
、
ハ
ー
キ
ム
に
か
わ
っ
て
（
命
令
を
）
書
き
入
れ
た
。
臣
僚
節
註
グ
、
餅
、
や
す
べ
て
の
官
吏
た
ち
ヨ
暮
午

。・

�
l
霧
雲
が
彼
ら
の
訴
願
書
や
彼
ら
の
状
態
（
に
つ
い
て
の
訴
え
？
）
を
ル
ー
ズ
パ
ー
リ
ー
に
提
出
し
た
。
彼
は
ハ
ー
キ
ム
の
命
令
を
実
施
し
て
、

一
三
キ
ム
に
は
必
要
な
こ
と
を
報
告
し
た
」
（
H
窪
、
餌
咽
・
H
囲
も
・
鵡
）
。
こ
の
記
述
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
臣
僚
や
官
吏
た
ち
の
訴
願
に
対
し
、

ワ
ー
ス
ィ
タ
が
カ
リ
フ
の
代
行
と
し
て
回
答
し
、
カ
リ
フ
へ
の
報
告
が
必
要
と
思
わ
れ
る
場
合
に
は
、
事
憐
説
明
の
報
告
を
し
た
と
い
う
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

で
あ
る
。
他
に
、
．
嵩
3
ρ
簿
．
ρ
．
露
ρ
で
掴
似
臨
鑓
、
、
と
い
う
記
述
の
み
え
る
イ
ブ
ン
・
ア
ブ
ド
ゥ
ー
ン
や
N
霞
、
節
σ
。
窯
霧
葛
巴
嶺
ら
の
場
合
、
上

述
の
ど
の
場
合
に
相
当
す
る
の
か
判
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
カ
リ
フ
に
か
わ
っ
て
「
署
名
す
る
こ
と
」
あ
る
い
は
「
命
令

を
書
く
こ
と
」
は
ワ
ズ
ィ
ー
ル
（
ワ
ー
ス
ィ
タ
）
の
特
権
で
あ
り
、
そ
の
際
ワ
ズ
ィ
ー
ル
に
は
、
カ
リ
フ
の
代
行
と
し
て
の
自
由
裁
量
権
が
認
め

ら
れ
て
い
た
、
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
。

　
任
命
文
書
に
記
さ
れ
て
い
る
ワ
ズ
ィ
…
ル
と
臣
民
と
の
関
係
は
、
実
際
問
題
と
し
て
は
、
ワ
ズ
ィ
ー
ル
と
各
行
政
機
関
と
の
関
係
で
と
ら
え

ら
れ
る
。
ワ
ズ
ィ
ー
ル
は
中
央
行
政
府
の
首
長
と
し
て
諸
機
関
を
統
轄
し
た
。
し
た
が
っ
て
ワ
ズ
ィ
ー
ル
に
よ
っ
て
は
、
キ
ッ
リ
ス
や
ハ
ー
キ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

ム
時
代
の
鍔
霧
．
鼠
び
・
月
讐
跨
㊤
7
芝
震
錨
ロ
ら
の
よ
う
に
、
自
分
の
邸
宅
に
全
デ
ィ
ー
ワ
ー
ソ
を
移
す
こ
と
も
あ
っ
た
。
原
則
的
に
は
各
官

庁
は
そ
れ
ぞ
れ
の
長
嘗
（
o
り
餅
μ
一
び
　
　
憾
P
¢
什
評
毒
9
一
財
　
　
」
　
　
　
　
堕
）
を
通
じ
て
ワ
ズ
ィ
…
ル
に
従
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
イ
ブ
ソ
・
ア
ル
・
サ
イ
イ
ッ
ド
兄
弟
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

場
合
「
ハ
…
キ
ム
は
諸
官
庁
の
長
官
た
ち
に
、
彼
ら
二
人
の
命
令
す
る
と
こ
ろ
に
従
え
と
命
じ
」
て
、
彼
ら
は
ワ
ー
ス
ィ
タ
に
任
じ
ら
れ
た
。
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ザ
ー
ヒ
ル
時
代
の
ワ
ッ
ザ
ー
ン
が
、
種
々
の
官
庁
の
監
督
権
を
奪
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
、
そ
れ
ら
の
官
庁
の
長
官
た
ち
が
、
ワ
ズ
ィ
ー
ル
に

よ
る
業
務
の
監
察
や
会
計
の
監
査
を
う
け
る
必
要
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ヤ
ー
ズ
ー
リ
ー
の
ワ
ズ
ィ
…
ル
時
代
に
は
、
諸
官
庁

の
長
官
は
毎
日
彼
の
前
に
出
頭
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
六
つ
の
財
務
官
庁
を
委
ね
ら
れ
て
、
長
官
た
ち
の
中
で
も
特
別
高
い
地
位
に
あ

っ
た
≧
）
口
巴
扇
霞
a
σ
・
勲
心
し
d
似
σ
一
声
だ
け
は
火
曜
日
に
の
み
出
頭
し
、
二
入
の
問
で
決
定
さ
れ
た
こ
と
は
必
ら
ず
実
行
さ
れ
た
。
火
曜
日
以

外
の
碍
に
、
バ
ー
ビ
リ
ー
の
側
に
何
か
聞
題
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
彼
は
ワ
ズ
ィ
ー
ル
に
文
書
を
書
き
送
っ
た
。
ワ
ズ
ィ
ー
ル
は
そ
の
文
書
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

行
間
に
適
切
な
指
示
を
書
い
て
返
答
し
た
。

　
中
央
行
政
府
の
統
轄
者
と
し
て
ワ
ズ
ィ
ー
ル
は
行
政
官
吏
の
任
用
権
も
有
し
た
。
カ
リ
フ
ー
ア
ズ
ィ
ー
ズ
時
代
、
．
H
路
び
●
累
霧
脚
色
δ
と
シ

リ
ア
に
お
け
る
そ
の
代
理
冨
田
窟
。
隆
隆
倒
（
ユ
ダ
ヤ
教
徒
）
は
、
ム
ス
リ
ム
官
吏
を
排
除
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
を
諸
官
庁
や
地

方
徴
税
官
吏
に
採
用
し
た
。
当
然
ム
ス
リ
ム
側
の
不
満
は
大
き
く
、
彼
ら
は
カ
リ
フ
に
訴
願
し
た
。
カ
リ
フ
は
ナ
ス
ト
ゥ
ー
リ
ス
、
ミ
ナ
ッ
シ

ャ
ー
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
お
よ
び
ユ
ダ
ヤ
教
徒
官
吏
ら
の
逮
捕
と
ム
ス
リ
ム
官
吏
の
採
用
を
命
じ
た
。
ナ
ス
ト
ゥ
ー
リ
ス
は
、
ス
ィ
ヅ
ト
・
ア
ル

・
ム
ル
ク
の
と
り
な
し
と
三
十
万
デ
ィ
ー
ナ
…
ル
を
国
庫
に
支
払
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
ワ
ー
ス
ィ
タ
に
復
し
た
が
、
カ
リ
フ
は
彼
に
、
諸
官
庁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

お
よ
び
地
方
徴
税
業
務
に
お
い
て
、
ム
ス
リ
ム
の
官
吏
を
採
用
す
る
と
い
う
条
件
を
諜
し
た
。
こ
の
事
例
に
よ
っ
て
、
ナ
ス
ト
ゥ
ー
リ
ス
は
当

初
自
由
に
キ
リ
ス
ト
教
徒
官
吏
を
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
わ
か
る
。
有
力
な
ワ
ズ
ィ
ー
ル
の
場
合
、
デ
ィ
ー
ワ
ー
ン
の
長
官
ク
ラ
ス
の
任

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

用
権
も
有
し
た
。
た
と
え
ば
イ
ブ
ソ
・
ア
ル
・
マ
グ
リ
ビ
ー
は
ヤ
ー
ズ
ー
リ
ー
に
よ
っ
て
軍
務
庁
長
官
に
任
用
さ
れ
た
。

　
以
上
は
ワ
ズ
ィ
ー
ル
職
の
機
能
を
、
カ
リ
フ
と
の
関
係
お
よ
び
行
政
機
構
と
の
関
係
で
考
察
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
次
に
財
政
監
督
に
つ
い

て
検
討
す
る
。
ワ
ズ
ィ
ー
ル
の
職
掌
に
関
し
て
、
も
っ
と
も
多
く
ま
た
一
貫
し
て
、
史
料
に
記
述
の
み
ら
れ
る
の
が
こ
の
分
野
で
あ
っ
て
、
財

政
監
督
こ
そ
ま
さ
に
ワ
ズ
ィ
ー
ル
の
本
領
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
カ
リ
フ
権
力
を
支
え
る
基
盤
が
俸
給
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
諸

軍
団
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
円
滑
な
財
務
に
よ
る
徴
税
収
入
は
国
家
の
最
重
要
事
で
あ
り
、
官
僚
機
構
と
そ
の
統
轄
者
と
し
て
の
ワ
ズ
ィ
ー
ル

の
第
一
の
存
在
理
由
も
ま
た
こ
こ
に
あ
っ
た
。
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キ
ヅ
リ
ス
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
中
央
財
務
行
政
機
構
の
監
督
は
、
そ
の
後
任
の
ワ
ー
ス
ィ
タ
に
委
ね
ら
れ
た
。
「
三
八
○
年
酵
ロ
塑
7
注
ご
㊤

月
（
九
九
一
年
二
一
三
月
）
キ
ッ
リ
ス
が
死
ぬ
と
、
ア
ッ
ダ
ー
ス
に
国
家
の
収
入
と
支
出
が
委
ね
ら
れ
た
。
」
一
年
後
、
彼
は
無
実
の
不
正
の
嫌

疑
で
逮
捕
さ
れ
た
が
、
　
五
七
日
後
に
釈
放
さ
れ
、
　
「
エ
ジ
プ
ト
と
シ
リ
ア
の
諸
官
庁
の
監
査
と
財
務
官
吏
の
監
察
（
N
冒
9
1
露
巴
－
α
ρ
≦
似
書
p

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

芝
螢
導
6
冨
ω
3
騨
騨
賢
、
侮
日
日
躍
）
」
に
復
帰
し
た
。
ま
た
三
八
一
年
β
o
巴
亡
謎
ρ
月
（
九
九
二
年
二
月
）
、

　
　
ア
ッ
ダ
ー
ス
が
宮
殿
内
の
席
に
つ
き
、
命
令
し
、
禁
止
し
、
財
務
を
監
督
し
、
財
務
官
吏
の
規
律
を
正
し
た
。
彼
は
、
彼
の
指
示
に
よ
る
以
外
に
は
、
誰

　
　
に
も
何
も
支
出
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
彼
が
決
定
し
命
じ
る
こ
と
以
外
は
実
施
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
ま
た
官
吏
は
賄
賂
や
贈
り
物
を
受
け
て

　
　
は
な
ら
ず
、
一
デ
ィ
ー
ナ
ー
ル
、
一
デ
ィ
ル
ハ
ム
も
浪
費
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
を
命
じ
た
（
犀
江
、
習
い
H
》
や
b
。
認
）
。

以
上
の
記
述
か
ら
ア
ッ
ダ
ー
ス
は
、
国
家
収
入
お
よ
び
支
出
の
総
責
任
者
で
あ
り
、
と
り
わ
け
支
出
に
対
す
る
最
終
裁
定
権
を
有
し
、
さ
ら
に

財
務
官
吏
の
業
務
の
監
察
、
会
計
監
査
の
役
割
を
は
た
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
他
の
ア
ズ
ィ
ー
ズ
時
代
の
ワ
ー
ス
ィ
タ
に
つ
い
て
み
て
も
、

イ
ブ
ン
・
ア
ン
マ
ー
ル
は
三
八
三
年
忌
昌
胃
蜀
日
月
（
九
九
三
年
二
一
三
月
）
、
財
政
監
督
言
α
ぴ
騨
9
・
一
山
導
毒
倒
｝
、
諸
官
庁
の
監
査
送
昌
倒
ω
等
㊤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

霧
σ
似
び
巴
ム
ρ
芝
訓
妻
冒
を
命
じ
ら
れ
た
。
ま
も
な
く
彼
は
免
職
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
任
の
譲
扇
騨
＆
び
9
留
財
＃
に
つ
い
て
も
、
三
八
三
年
諸
財

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

務
の
監
査
当
芋
四
器
び
ρ
諭
甫
ε
o
げ
巴
幽
ヨ
≦
魁
を
委
ね
ら
れ
た
と
あ
る
。
イ
ブ
ソ
・
ア
ル
・
フ
ラ
ー
ト
に
つ
い
て
い
え
ば
、
三
八
三
年
養
菖
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

H
月
（
九
九
三
年
四
月
）
ア
ズ
ィ
ー
ズ
は
書
記
官
と
財
務
官
吏
に
対
し
て
、
フ
ラ
ー
ト
の
命
令
す
る
と
こ
ろ
に
従
え
と
命
じ
た
。
と
こ
ろ
が
同
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

瞥
麟
．
げ
倒
旨
月
（
同
一
〇
月
）
に
は
財
政
監
督
詳
繕
霞
h
一
巴
山
ヨ
≦
魁
か
ら
免
職
さ
れ
た
と
あ
る
。
以
上
い
ず
れ
も
ワ
ー
ス
ィ
タ
の
主
要
な
職
務

が
財
政
監
督
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
ハ
ー
キ
ム
時
代
以
降
に
つ
い
て
も
、
イ
ブ
ソ
・
ア
ブ
ド
ゥ
ー
ン
は
、
諸
〔
財
務
〕
官
庁
の
収
入
以
外
に
、
三
十
万
デ
ィ
ー
ナ
ー
ル
の
増
収
を

あ
げ
た
こ
と
が
功
績
と
さ
れ
て
い
る
。
ア
ブ
ド
ゥ
ー
ソ
の
時
代
に
は
、
象
≦
蟹
煮
出
竃
ヰ
巴
と
い
う
富
庁
が
創
設
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
免

職
や
処
刑
さ
れ
た
者
の
財
産
没
収
に
あ
た
る
機
関
で
あ
る
。
ア
ブ
ド
ゥ
ー
ン
は
こ
の
デ
ィ
ー
ワ
ー
ソ
に
よ
っ
て
、
税
収
以
外
の
増
収
を
あ
げ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
⑲
・
ま
た
ズ
ル
ア
・
ビ
で
ナ
ス
ト
・
ー
リ
歪
つ
い
て
は
覆
の
仕
事
は
収
入
の
増
大
と
徴
税
業
務
触
邑
の
籍
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で
あ
・
た
」
と
さ
れ
て
い
物
・
ヤ
ー
ズ
ー
リ
あ
ワ
ズ
・
ル
時
代
に
は
・
年
間
国
家
収
入
は
遷
し
て
二
九
デ
・
ー
ナ
ー
ル
で
あ
り
・
支

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

出
を
差
し
引
い
て
毎
年
国
庫
に
二
十
万
デ
ィ
ー
ナ
ー
ル
駁
め
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
彼
の
名
が
貨
幣
に
刻
ま
れ
る
ほ
ど
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

は
い
ず
れ
も
、
財
政
収
入
の
増
加
が
ワ
ズ
ィ
ー
ル
に
課
せ
ら
れ
た
大
き
な
使
命
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
財
政
上
国
家
の
収
入
と
支
出
を
均
衡
さ
せ
る
こ
と
は
、
ワ
ズ
ィ
ー
ル
の
手
腕
に
か
か
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ア
ッ
パ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

ス
朝
の
あ
る
時
期
以
降
お
こ
な
わ
れ
た
よ
う
な
、
年
度
毎
の
予
弊
制
度
が
、
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
朝
前
期
に
お
い
て
も
確
立
し
て
い
た
か
ど
う
か
は

不
明
で
あ
る
。
た
だ
ヤ
ー
ズ
ー
リ
ー
の
ワ
ズ
ィ
ー
ル
時
代
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
記
述
が
み
え
る
。

　
　
ヤ
ー
ズ
ー
リ
ー
は
歳
入
と
歳
出
を
対
照
す
る
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
額
を
知
り
た
い
と
望
ん
だ
。
そ
れ
で
諸
官
庁
の
長
富
た
ち
に
、
各
官
庁
の
収
入
と
支

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
出
（
の
報
告
書
）
を
作
成
す
る
よ
う
命
じ
た
。
そ
れ
は
作
成
さ
れ
、
諸
官
庁
の
監
査
官
N
轟
々
ヨ
で
あ
る
、
臼
芝
9
巴
－
巳
㊤
旨
の
の
長
宮
に
手
渡
さ
れ
た
。

　
　
彼
は
そ
れ
を
も
と
に
全
般
的
な
報
告
書
、
騨
日
巴
を
作
成
し
、
ワ
ズ
ィ
ー
ル
に
提
揖
し
た
（
降
警
世
H
ら
’
。
。
鱒
）
。

そ
の
結
果
歳
入
は
二
百
万
デ
ィ
ー
ナ
ー
ル
で
、
歳
出
を
差
し
引
い
て
、
十
万
デ
ィ
…
ナ
ー
ル
が
毎
年
国
庫
に
収
め
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
記
述

か
ら
み
る
と
、
ヤ
ー
ズ
…
リ
ー
時
代
に
は
、
あ
る
程
度
全
般
的
な
国
家
予
算
が
編
成
さ
れ
て
い
た
と
も
推
察
さ
れ
る
。

　
軍
政
に
関
し
て
は
、
任
命
文
書
に
も
諸
軍
団
の
健
全
な
管
理
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
適
正
な
俸
給

の
分
配
に
対
す
る
配
慮
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
俸
給
支
払
の
最
終
査
定
権
も
ワ
ズ
ィ
ー
ル
が
握
っ
た
。
ハ
ー
キ
ム
即
位
暁
、
ク
広
量
マ
軍

団
は
ワ
ー
ス
ィ
タ
の
イ
ー
サ
ー
・
ピ
ン
・
ナ
ス
ト
ゥ
ー
リ
ス
に
不
満
を
抱
き
、
イ
ブ
ン
・
ア
ン
マ
ー
ル
以
外
に
は
彼
ら
の
金
を
管
理
し
な
い
よ

う
に
と
の
要
求
を
出
し
た
。
結
果
、
ナ
ス
ト
ゥ
ー
リ
ス
は
免
職
さ
れ
ア
ン
マ
ー
ル
が
ワ
ー
ス
ィ
タ
に
任
命
さ
れ
た
。
つ
ま
り
ワ
ー
ス
ィ
タ
に
は

ク
タ
三
四
、
軍
団
へ
の
俸
給
支
払
い
の
査
定
権
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
ワ
ー
ス
ィ
タ
に
こ
の
よ
う
な
権
限
が
あ
る
場
合
、
軍
団
に
対
す
る
影
響

力
が
大
き
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
ハ
ー
キ
ム
が
バ
ル
ジ
ャ
ワ
ー
ン
を
暗
殺
せ
し
め
た
後
、
諸
軍
団
を
懐
柔
し
、
そ
の
殺
害
を
正
当
化
す
る
文
書

ま
で
も
布
越
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
バ
ル
ジ
ャ
ワ
ー
ン
は
ア
ソ
マ
ー
ル
の
ク
タ
ー
マ
優
遇
策
を

改
め
、
　
俸
給
額
の
多
寡
に
よ
っ
て
生
じ
る
軍
団
間
の
対
立
抗
争
を
よ
く
抑
え
、
　
諸
軍
団
に
は
人
望
を
得
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
　
ワ
ヅ
ザ
ー
ソ
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（
掴
霧
3
、
詳
σ
・
8
倒
薄
層
）
は
、
ワ
ー
ス
ィ
タ
に
任
命
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
各
軍
団
に
監
察
官
N
一
目
餅
ヨ
を
お
き
、
自
ら
の
監
督
権
は
そ
の
監

察
宮
た
ち
の
上
に
お
く
と
い
う
条
件
を
出
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
監
察
宮
の
役
割
も
主
と
し
て
軍
隊
の
俸
給
査
定
に
か
か
わ
る
も
の
だ

っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

　
民
政
に
関
し
て
は
マ
ザ
ー
リ
ム
ヨ
欝
9
1
臨
ヨ
の
野
蒜
を
と
り
あ
げ
よ
う
。
　
一
般
住
民
や
臣
僚
の
主
と
し
て
行
政
上
の
苦
情
を
処
理
す
る
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
開
か
れ
た
マ
ザ
ー
リ
ム
法
廷
は
、
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
朝
の
エ
ジ
プ
ト
征
服
直
後
か
ら
設
置
さ
れ
て
い
た
。
前
半
期
に
お
い
て
ワ
ズ
ィ
！
ル
が
マ

ザ
ー
リ
ム
裁
判
に
携
わ
っ
た
事
例
は
、
　
ア
ズ
ィ
ー
ズ
蒔
代
と
ハ
ー
キ
ム
時
代
に
多
い
。
　
キ
ッ
リ
ス
の
ワ
ズ
ィ
ー
ル
時
代
、
彼
は
毎
日
訴
願
書

函
ρ
、
螢
を
受
理
し
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
イ
ブ
ン
・
ア
ソ
マ
ー
ル
（
ア
ズ
ィ
ー
ズ
時
代
）
が
ワ
ー
ス
ィ
タ
に
任
命
さ
れ
た
時
、
彼
は
財
政
監
督
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

他
に
マ
ザ
ー
リ
ム
の
監
督
（
導
出
属
音
ゆ
鉱
凶
巳
酬
白
餅
げ
零
孚
冨
≦
餅
．
二
巴
出
9
1
。
。
）
を
も
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
訴
願
に
対
す
る
政
府
側
の
処
置
に

つ
い
て
は
、
マ
ザ
ー
リ
ム
の
監
督
を
委
ね
ら
れ
た
者
が
自
己
の
権
限
で
決
定
す
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
カ
リ
フ
が
自
ら
決
定
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。

ハ
ー
キ
ム
時
代
初
期
、
パ
ル
ジ
ャ
ワ
ー
ン
は
マ
ザ
ー
リ
ム
を
主
宰
し
た
が
、
補
佐
に
フ
ァ
フ
ド
・
ビ
ン
・
イ
ブ
ラ
ー
ヒ
ー
ム
を
任
用
し
、
訴
願

書
の
受
理
お
よ
び
審
査
に
あ
た
ら
せ
た
。
　
「
（
フ
ァ
フ
ド
は
）
訴
願
書
£
紹
ρ
お
よ
び
そ
の
提
出
者
に
為
さ
れ
た
不
法
を
審
査
し
た
〈
中
略
〉
彼
は

臣
僚
の
危
害
を
取
り
去
り
、
人
望
の
問
題
を
審
理
し
、
彼
ら
の
難
儀
を
終
ら
し
め
た
。
」
法
廷
は
宮
殿
で
開
か
れ
、
「
パ
ル
ジ
ャ
ワ
ー
ソ
は
控
え

の
間
に
着
席
し
、
フ
ァ
フ
ド
が
前
の
広
間
に
着
席
し
て
、
（
命
令
を
）
書
き
入
れ
、
（
訴
願
を
）
審
査
し
、
パ
ル
ジ
ャ
ワ
ー
ソ
に
必
要
な
こ
と
を
報

　
　
⑭

書
し
た
。
」
こ
の
場
合
、
政
府
側
の
決
定
は
バ
ル
ジ
ャ
ワ
ー
ン
と
フ
ァ
フ
ド
に
一
任
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
同
時
期
に
ハ
ー
キ
ム
は
自
ら
訴

願
書
に
命
令
を
書
き
入
れ
て
も
い
る
。
そ
の
場
合
、
訴
願
書
受
理
に
は
バ
ル
ジ
ャ
ワ
ー
ン
と
フ
ァ
フ
ド
が
あ
た
り
、
処
置
の
決
定
に
際
し
て
は
、

「
フ
ァ
フ
ド
が
ハ
ー
キ
ム
の
前
に
座
し
、
バ
ル
ジ
ャ
ワ
1
ン
が
彼
の
上
手
に
立
つ
。
そ
う
し
て
バ
ル
ジ
ャ
ワ
ー
ソ
が
す
べ
て
の
訴
願
書
を
読
み

あ
げ
、
ハ
ー
キ
ム
は
（
訴
願
書
の
）
上
部
に
適
切
な
指
示
を
書
き
入
れ
」
た
。
フ
サ
イ
ソ
・
ビ
ン
・
ジ
ャ
ウ
ハ
ル
と
フ
ァ
フ
ド
・
ビ
ン
・
イ
ブ
ラ

ー
ヒ
ー
ム
の
場
合
は
、
マ
ザ
ー
リ
ム
に
関
し
て
、
　
コ
一
人
は
人
々
の
問
題
を
審
査
し
、
ハ
ー
キ
ム
に
報
告
し
た
」
と
あ
り
、
同
時
に
「
工
人
は

書
類
や
訴
願
書
を
ハ
ー
キ
ム
に
提
示
し
た
」
と
も
あ
る
か
ら
、
こ
の
場
合
は
い
わ
ば
予
審
に
あ
た
っ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ル
ー
ズ
バ
ー
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⑰

り
一
の
場
合
は
、
彼
が
処
置
の
決
定
を
し
て
は
い
る
が
、
カ
リ
ブ
へ
の
報
告
は
怠
っ
て
い
な
い
。
た
だ
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
朝
前
半
期
の
場
合
、
マ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

ザ
ー
リ
ム
裁
判
の
監
督
は
、
司
法
長
官
そ
の
他
の
官
僚
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
も
多
く
、
必
ず
し
も
ワ
ズ
ィ
ー
ル
の
権
限
に
は
属
さ
な
か
っ
た
。

　
以
上
、
任
命
文
書
に
み
ら
れ
る
要
請
に
即
し
て
、
ワ
ズ
ィ
ー
ル
の
職
掌
の
実
態
を
考
察
し
た
が
、
中
央
政
府
に
お
け
る
立
雲
上
、
他
に
当
然

ワ
ズ
ィ
ー
ル
が
大
き
な
役
割
を
は
た
し
た
の
が
、
外
交
お
よ
び
対
外
軍
事
活
動
の
分
野
で
あ
る
。
キ
ッ
リ
ス
は
死
に
際
し
て
、
　
「
ビ
ザ
ン
ツ
に

対
し
て
は
、
彼
ら
が
そ
れ
を
維
持
す
る
か
ぎ
り
、
和
平
を
保
つ
こ
と
。
ハ
ム
ダ
ー
ソ
朝
に
対
し
て
は
、
彼
ら
が
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
朝
の
宗
主
権
を

認
め
る
こ
と
で
満
足
す
る
こ
と
。
冒
論
罪
且
σ
・
∪
9
σ
Q
窪
跳
（
パ
レ
ス
チ
ナ
の
ア
ラ
ブ
遊
牧
部
族
の
酋
長
）
に
対
し
て
は
、
機
会
が
あ
れ
ば
容
赦
し
な

　
　
⑲

い
こ
と
。
」
と
い
う
カ
リ
フ
へ
の
忠
告
を
遺
し
て
お
り
、
ワ
ズ
ィ
ー
ル
在
任
中
、
彼
が
外
交
お
よ
び
対
外
軍
事
活
動
の
指
揮
を
と
っ
て
い
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

と
を
示
唆
し
て
い
る
。
ま
た
バ
ル
ジ
ャ
ワ
ー
ソ
、
ジ
ャ
ル
ジ
ャ
ラ
ー
イ
ー
、
ヤ
ー
ズ
ー
リ
ー
ら
は
積
極
的
な
対
外
活
動
を
展
開
し
て
い
る
。
し

か
し
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
有
能
で
在
任
期
間
の
長
い
ワ
ズ
ィ
ー
ル
で
あ
っ
て
、
他
の
ワ
ズ
ィ
ー
ル
に
つ
い
て
は
、
外
交
や
軍
事
に
関
す
る
記

述
は
乏
し
い
。
外
交
や
軍
事
問
題
が
常
に
政
治
上
の
重
要
課
題
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
分
野
に
お
け
る
ワ
ズ
ィ
ー
ル

の
現
実
に
行
使
し
え
た
権
限
の
大
小
が
、
彼
ら
の
個
人
的
力
量
に
依
存
し
て
い
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
あ
る
ま
い
。

　
以
上
ワ
ズ
ィ
ー
ル
の
職
掌
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
も
ち
ろ
ん
付
与
さ
れ
る
、
ま
た
実
際
に
行
使
し
え
る
権
限
に
流
動
性
の
あ
っ
た
こ
と
は
認

め
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
具
体
的
事
例
に
み
え
る
ワ
ズ
ィ
ー
ル
の
実
際
に
担
当
し
た
職
務
は
、
彼
ら
に
対
す
る
客

観
的
要
請
に
よ
く
照
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
ワ
ズ
ィ
ー
ル
職
は
カ
リ
フ
支
配
貫
徹
の
た
め
の
一
機
関
と
し
て
有
効
に
機
能
し
て
い
た
と
い
え
よ

う
。

①
俘
昌
》
、
翼
§
ミ
鵠
、
3
℃
や
雛
？
ρ
舘
。
。
も
こ
ρ
ρ
一
貯
凶
。
・
圃
℃
℃
や
。
。
O
I
。
。
。
。
・

②
　
陸
超
楼
巴
聾
℃
や
。
。
お
I
b
。
O
噛
ρ
巴
町
巳
ω
一
℃
や
。
。
b
。
，

③
謬
鉱
、
9
讐
押
℃
や
㌶
。
。
占
■

④
摩
江
、
習
匂
員
や
コ
S
9
尾
喜
楓
帥
”
や
G
。
8
…
目
零
ξ
圃
鑑
賞
圃
「
H
く
”
や
H
。
。
O
旧

U
㊤
毛
陣
3
昌
や
節
。
。
。
。
．
カ
リ
フ
は
外
出
中
に
し
ば
し
ば
民
衆
か
ら
の
訴
願
書
を
直

接
受
け
取
っ
た
。

⑤
　
o
o
．
竃
■
誓
Φ
讐
℃
昌
耳
8
娼
。
挫
一
ぼ
。
器
。
囲
魯
①
凋
9
、
指
導
憲
勺
①
二
〇
9
0
議
§
偽
図
く

　
（
お
①
鱒
）
層
娼
や
8
0
1
。
。
“
効
ミ
馬
、
ミ
繕
b
馬
ミ
題
肋
噛
や
霧
■

⑥
墾
田
暮
、
押
や
劇
8
い
Q
D
器
霞
　
噛
寄
鳳
ぎ
ミ
b
馬
ミ
題
娩
嘲
℃
や
H
b
。
刈
1
ω
押

⑦
肉
趣
帖
ミ
ミ
b
ミ
篭
舞
℃
℃
■
ド
巽
1
ω
9
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⑧
H
瞥
費
F
や
。
。
。
。
…
澤
江
、
習
”
H
目
讐
や
旨
C
。
…
U
節
毒
言
弩
酬
ワ
。
。
峯
■
ス
タ
…
ソ

　
は
（
鳴
声
§
四
畿
U
鴨
ミ
三
二
も
噛
一
悼
。
。
）
、
こ
の
時
点
で
ア
ン
マ
ー
ル
を
文
霧
庁
長
官
と

　
し
て
い
る
が
、
彼
が
カ
リ
フ
に
か
わ
っ
て
署
名
し
は
じ
め
た
四
一
一
年
甘
ヨ
餌
魯

　
客
月
は
、
ア
ソ
マ
ー
ル
が
ワ
ー
ス
ィ
タ
に
任
じ
ら
れ
た
月
で
も
あ
る
（
犀
江
．
尉
．

　
H
H
”
や
這
G
。
…
O
婁
畠
α
9
1
芦
ワ
Q
。
O
ご
軸
9
1
津
嘲
℃
．
①
鱒
闘
璽
蜜
骨
－
押
や
ω
α
蒔
）
。

⑨
犀
謡
．
9
噛
員
や
δ
。
。
…
9
H
瞥
貯
僧
▼
や
ト
。
O
旧
睦
犀
3
H
ピ
や
鱒
。
。
S

⑩
H
窪
．
器
噛
員
や
。
。
ご
謡
物
窟
甘
H
H
噛
℃
¶
b
。
。
。
メ

⑪
目
葺
．
照
臨
坦
や
。
。
9

⑫
磯
魯
畷
ρ
や
ト
。
O
①
…
三
差
罫
H
脇
℃
・
ω
り
ご
H
陪
貯
P
や
。
。
ω
噛
た
だ
こ
う
い
う

　
場
合
の
「
デ
ィ
ー
ワ
ー
ソ
」
と
い
う
語
は
、
近
代
的
な
官
庁
と
い
う
概
念
で
は
な

　
く
、
む
し
ろ
あ
る
職
務
に
携
わ
っ
て
い
る
官
吏
の
集
団
と
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ

　
る
。

⑬
H
寒
．
器
レ
押
勺
払
O
。
。
■
　
⑭
H
葺
．
曾
㍉
押
℃
．
卜
。
醐
。
。
，

⑮
富
貯
曜
電
■
お
ム
ご
》
膳
ぢ
H
×
噛
唱
■
b
。
P
お
…
H
蜜
、
書
．
H
吟
や
悼
Φ
ご

　
磁
品
訂
∂
犀
象
、
H
＜
、
唱
や
崖
㎝
1
9
ω
ロ
罵
口
嘗
H
、
℃
．
8
ご
ρ
ρ
扁
9
1
巳
。
・
ど
や
ω
。
。
マ

⑯
目
移
跨
欝
や
鳶
，
　
　
⑰
H
移
貯
p
や
b
。
郵

⑯
H
葺
．
智
．
H
層
℃
。
b
。
謡
■
　
⑲
目
黒
鋒
勲
℃
』
伊

⑳
回
隆
9
1
賛
や
b
。
①
…
H
窪
、
習
糟
H
層
℃
』
罫

⑳
　
H
静
母
斜
や
ま
㎞
翠
鉱
、
門
脇
押
や
昏
。
団
ρ

⑫
　
犀
訟
、
9
1
撃
H
H
噛
や
Q
。
舟
俘
一
冨
騨
H
H
．
唱
山
野
⇒
o
。
刈
■

⑬
囲
除
鍵
勲
や
b
。
。
。
噛

⑭
　
H
叶
賦
、
帥
咽
噛
H
目
噂
℃
℃
・
譲
幽
－
伊
擦
鐸
暮
ワ
H
－
℃
・
。
。
悼
で
は
国
庫
入
金
額
は
十
万
デ

　
ィ
ー
ナ
ー
ル
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
ワ
ズ
ィ
ー
ル
の
財
政
監
督
に
つ
い
て
は
、
太
・
稿
七
三
、
七
四
、
七
五
頁
も
参
照
。

⑯
　
森
本
公
誠
「
初
期
イ
ス
ラ
ム
時
代
エ
ジ
プ
ト
斎
宮
史
の
研
究
」
一
九
七
五
年
、

　
三
九
八
一
四
〇
四
頁
。

⑳
　
こ
の
デ
ィ
ー
ワ
ー
ン
は
、
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
朝
の
あ
る
蒔
期
ま
で
、
種
々
の
財
務

　
官
庁
の
上
位
に
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
を
統
轄
す
る
官
庁
で
あ
っ
た
ら
し
い
（
擦
潔
暮
噛

　
H
噛
℃
や
。
。
㊤
碧
Q
。
旧
頓
転
げ
翌
鵠
囲
曽
唱
唱
．
お
ω
ム
）
。
客
9
1
び
三
鍮
に
よ
る
と
、
俸
給
査
定

　
の
他
、
臼
毒
帥
5
巴
－
N
p
翻
翠
（
鑓
冨
．
律
1
一
救
貧
税
）
讐
a
ぞ
助
訂
鉱
山
⇔
芝
豊
一
（
賢
藝
卿
＝

　
1
1
人
頭
税
）
「
黛
謂
9
帥
7
野
霞
博
識
α
罫
・
帥
昌
巴
－
旨
㊤
婆
貯
一
匹
（
死
亡
者
の
資
産
管

　
理
に
あ
た
る
。
粗
続
人
不
在
の
場
合
は
国
庫
没
収
。
国
甲
菊
p
ぼ
。
層
§
馬
鶉
凄
§
榊
職
ミ

　
硲
ぬ
§
嗣
魚
肉
軸
§
斜
U
o
昌
α
o
旨
　
一
〇
話
’
や
一
b
。
刈
嶽
）
口
口
二
巴
目
高
－
ロ
馨
昌
昌

　
（
づ
舞
急
コ
ー
ー
下
エ
ジ
プ
ト
産
天
然
炭
酸
ソ
ー
ダ
。
採
掘
は
丁
目
独
占
。
幻
餌
げ
凶
P
o
》

　
職
計
℃
℃
’
○
。
α
よ
ゾ
臼
ジ
画
コ
。
学
瞥
自
讐
⇔
「
（
下
エ
ジ
プ
ト
地
中
海
岸
の
港
湾
都
市

　
の
徴
税
業
務
に
あ
た
る
。
0
質
σ
ダ
H
H
押
や
お
窃
）
そ
の
飽
の
デ
ィ
ー
ワ
ー
ソ
の
監

　
査
お
よ
び
そ
れ
ら
の
デ
ィ
ー
ワ
…
ソ
の
官
交
の
任
免
に
あ
た
っ
た
。
囚
一
畠
σ

　
ζ
暮
ρ
．
p
サ
ρ
画
毫
餌
昆
p
（
①
e
切
①
。
H
＾
¢
噂
欝
O
警
。
戸
し
u
n
ミ
ミ
躊
織
．
専
ミ
塁

　
O
二
§
W
ミ
舞
露
く
同
（
ド
㊤
O
o
◎
占
O
）
℃
■
ω
①
∴
図
欝
銘
Φ
噛
。
》
ミ
こ
唱
や
置
蒔
1
①
．

⑱
H
建
、
鴛
曜
押
や
爬
り
ト
。
噂
H
H
嘲
℃
．
舟
寓
団
団
霧
ω
貴
℃
』
。
。
“
本
稿
七
三
頁
。

⑳
）
齢
9
団
嘱
巴
’
§
§
惑
、
鼻
℃
℃
．
誌
。
。
凸
噛
ω
O
噴
占
ご
長
け
一
、
甜
”
同
押
唱
℃
」
ω
噂
ミ
あ
…

　
浮
一
冨
寸
囲
H
ヤ
℃
．
ω
一
噴
9
・
冒
踏
魯
℃
’
漣
ρ
の
巴
帥
三
ω
押
℃
■
審
■

⑳
H
薮
、
器
”
員
や
㊤
典

⑳
ジ
ャ
ウ
ハ
ル
は
征
服
直
後
、
毎
土
曜
日
に
マ
ザ
ー
リ
ム
を
主
宰
し
た
（
犀
鉱
、
9
1
び

　
H
帽
や
録
ご
鰹
鉱
密
【
9
、
ρ
囲
讐
や
。
。
卜
⊃
O
…
ω
冨
ヨ
噛
日
ξ
o
①
℃
Φ
註
ぽ
。
霧
噛
℃
」
㊤
ω
．
）
。

　
マ
ザ
ー
リ
ム
法
廷
の
霧
理
手
順
に
つ
い
て
は
、
内
容
は
後
期
に
属
す
る
が
、
嵜
へ
㌣

　
韓
ミ
b
恥
ミ
題
勲
唱
。
曾
識
．
に
詳
し
い
。

⑫
陰
鳳
罫
留
℃
＜
H
”
や
N
。
。
・
魎
同
葺
、
欝
H
”
や
N
謡

　
　
活
語
．
帥
咽
魑
H
押
や
嵐
．
　
　
　
⑯
　
出
置
・

⑧　
　
謬
氏
．
器
噛
鐸
や
b
。
ρ
　
　
　
⑳
　
本
稿
八
七
頁
。

⑯　
　
H
け
¢
．
程
魑
H
押
℃
や
ら
。
メ
の
ρ
圃
○
。
℃
Q
。
伊
δ
◎
同
O
り
占
ρ

⑳　
　
H
瀞
鋒
P
や
ト
。
。
。
脚
禁
。
。
o
冨
一
”
、
§
9
や
①
O

⑳　
　
本
稿
第
一
節
参
照
。
た
だ
し
、
前
半
期
に
お
い
て
は
、

⑳　
軍
を
率
い
て
戦
闘
に
お
も
む
い
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
。

ワ
ズ
ィ
ー
ル
が
実
際
…
に
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む
　
す
　
び
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本
稿
で
は
従
来
十
分
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
朝
前
半
期
の
ワ
ズ
ィ
ー
ル
職
に
つ
い
て
、
そ
の
実
態
を
検
討
し

て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
エ
ジ
プ
ト
征
服
後
の
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
朝
は
、
中
央
集
権
的
行
政
機
構
を
確
立
し
、
岡
時
に
ワ
ズ
ィ
…
ル
職
も
設
置
さ
れ

た
。
そ
の
後
の
推
移
を
み
る
か
ぎ
り
、
ワ
ズ
ィ
ー
ル
の
政
治
的
実
権
に
は
強
弱
が
あ
り
、
そ
の
地
位
も
不
安
定
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
前
半

期
を
通
じ
て
ワ
ズ
ィ
ー
ル
職
は
、
原
則
と
し
て
文
民
の
職
業
的
専
門
官
僚
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
、
そ
の
管
掌
範
囲
も
行
政
の
分
野
に
限
定
さ
れ

る
と
い
う
共
通
し
た
特
徴
を
有
し
て
い
た
。
そ
し
て
中
央
行
政
府
の
酋
長
と
し
て
ワ
ズ
ィ
ー
ル
の
実
際
に
担
当
し
た
職
務
は
、
客
観
的
な
要
請

に
よ
く
照
応
し
て
お
り
、
彼
ら
は
カ
リ
フ
と
臣
民
（
実
際
間
題
と
し
て
は
行
政
機
構
）
と
の
「
仲
介
者
レ
と
し
て
機
能
す
る
一
方
、
財
政
、
軍
政
、

民
政
、
外
交
、
軍
事
問
題
の
諸
分
野
に
わ
た
る
監
督
、
振
揮
に
携
わ
っ
て
い
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
ワ
ズ
ィ
ー
ル
職
も
結
局
は
カ
リ
フ
支
配
を
具
現
化
す
る
た
め
の
一
政
治
制
度
で
あ
り
、
そ
の
背
後
に
は
カ
リ
フ
独
裁
体
制
が
存

在
し
て
い
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
い
ま
前
半
期
の
ワ
ズ
ィ
ー
ル
職
の
制
度
的
特
質
と
い
え
る
、
文
民
ワ
ズ
ィ
ー
ル
の
原
則
と
ワ
ズ
ィ

ー
ル
の
管
掌
範
囲
の
行
政
の
分
野
へ
の
限
定
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
み
る
。

　
第
一
に
、
行
政
府
の
首
長
に
文
民
官
僚
を
配
し
た
こ
と
は
、
軍
団
の
扶
養
を
文
民
に
委
ね
た
わ
け
で
あ
り
、
軍
事
的
実
力
と
財
政
上
の
権
限

と
の
結
合
か
ら
生
じ
る
と
こ
ろ
の
、
カ
リ
フ
権
力
を
お
び
や
か
す
軍
人
勢
力
の
拾
頭
を
回
避
す
る
と
い
う
効
果
を
あ
げ
て
い
た
。
第
二
に
、
管

掌
範
囲
の
行
政
の
分
野
へ
の
限
定
に
つ
い
て
。
思
う
に
、
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
朝
体
制
の
本
質
は
、
租
税
を
微
淫
し
軍
団
を
維
持
す
る
支
配
国
家
と

し
て
の
側
面
と
、
イ
ス
マ
ー
イ
…
ル
派
教
義
に
も
と
づ
き
、
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
朝
カ
リ
フ
の
正
統
性
を
主
張
し
て
宣
教
活
動
を
行
う
宗
派
と
し
て

の
側
面
と
、
を
あ
わ
せ
も
っ
た
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
は
地
上
に
お
け
る
神
の
代
理
者
川
カ
リ
フ
は
、
こ
の
い
わ
ば

聖
俗
両
側
面
の
至
高
の
権
威
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
。
し
た
が
っ
て
、
ワ
ズ
ィ
ー
ル
が
国
家
宗
派
に
か
か
わ
る
司
法
や
宣
教
の
権
威
の
源
と
な

り
、
カ
ー
デ
ィ
ー
や
ダ
ー
イ
ー
（
イ
ス
↓
、
ー
イ
ー
ル
派
宜
教
員
）
の
任
命
権
ま
で
握
る
と
な
れ
ば
、
神
権
的
独
裁
女
主
と
し
て
の
カ
リ
フ
の
権
威
は



あ
い
ま
い
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
前
期
の
ワ
ズ
ィ
ー
ル
の
権
限
が
原
則
と
し
て
行
政
の
分
野
に
か
ぎ
ら
れ
、
国
家
宗
派
的
側
面
に
は

お
よ
ば
な
か
っ
た
こ
と
は
、
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
朝
カ
リ
フ
の
権
威
を
翻
度
的
に
保
証
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
朝
史
の
究
明
に
あ
た
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ワ
ズ
ィ
ー
ル
職
を
必
要
と
し
、
ま
た
現
実
に
常
置
せ
し
め
た
、
こ
の
カ
リ
フ
制

度
に
つ
い
て
の
理
解
の
深
化
を
今
後
は
か
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
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tion，　had　a　side　of　the　newly－rising．　Allied　with　the・northern　noble

Rayrnond　III　of　Tripoli，　the　lbe12ns　wez”e　xising　in　this　peri　od，　fin311y

having　the　expecta＃ion　of　establishing・　the　lbelin　dynasty　through

marrying　the　princess　Sibylla．　And　in　order　to　stop　this　marriage，

there　appeared　e」”7uy　of　Lusignan，　whose　strife　with　Raymond－lbelins

was　the　main　factor　iR　those　dissensions．

The　O艶ce　of　V呈zier　in　the　First　Half

　　　　　　of　the　Fatlmids　ln　Egypt

by

Takashi　Uhara

　　The　F2timids，　after　the　conqtzest　of　Egypt，　set　up　the　centralized

admlnistrative　machinery，　and　theB　the　oMce　of　vizle”i”　was　founded　for

attending　to　political　affairs．　Afterward　this　oMce　changed　its　claarac－

ter，　when　Badr　al－Jamali　tool〈　ofiice　in　the　period　of　the　caiiplt　Al－

Mustansir．　This　ar”ti　cle　aims　at　elucidating　the　actual　condltions　of

the　oMce　of　vizier　in　the　first　half　of　the　dynasty．　The　real　power

of　vlzier　fluctuated　and　its　position　was　precarious，　so　far　as　we　see

the　changes　after　its　foundation．　But　throughout　the　first　half　it　was

characterized　by　the　invariable　’Eacts；　the　oflice　was　occ‘apied　by　the

professional　bureaucracy　and　its　competence　was　restricted　to　adinini－

strative　affairs．　And　the　dutles　of　vizier，　as　a　head　of　the　central

governnient，　corresponded　to　the　requiremeRts　of　the　objecti’ve　clr－

cumstances，　and　so，　on　the　one　hand，　functioned　as　“intermediary”

between　the　caliph　and　his　subject，　on　the　other，　dealt　with　the　super－

vision　and　the　direction　of　the　various　spheres　such　as　finance，　military

administration，　civll　administration，　diplomacy，　and　military　activities．

（949）




